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○
相

談
内

容
（

平
成

2
6
年

1
月

1
日

現
在

）

学
　

業

い
じ

め

不
登

校

心
　

身

性

非
行

等

不
良

交
友

不
純

異
性

交
遊

就
職

相
談

職
業

紹
介

（
１

）
国

ま
た

は
県

が
設

置
し

て
い

る
相

談
窓

口

来 所

電 話

訪 問

巡 回

そ の 他

学 業

い じ め

不 登 校

心 身

性

非 行 等

不 良 交 友

不 純 異 性 交 遊

就 職 相 談

職 業 紹 介

1
〒

5
2
0
-
8
5
7
7

大
津

市
京

町
4
-
1
-
1

県
庁

東
館

3
階

こ
こ

ろ
ん

だ
い

や
る

0
5
7
0
-
0
7
8
3
1
0

（
子

ど
も

専
用

）
0
7
7
-
5
2
4
-
2
0
3
0

（
ど

な
た

で
も

）
面

接
相

談
0
7
7
-
5
2
8
-
3
5
6
3

○
○

電
話

年
末

年
始

を
除

く
毎

日
　

　
9
:0

0
～

2
1
:0

0
来

所
祝

日
お

よ
び

年
末

年
始

を
除

く
月

～
金

　
　

9
:0

0
～

1
7
:0

0

○
○

○
○

○
○

○
○

○
県

内
全

域

2
〒

5
2
0
-
8
5
7
7

大
津

市
京

町
4
-
1
-
1

県
庁

新
館

６
階

子
ど

も
ナ

イ
ト

だ
い

や
る

0
5
7
0
-
0
7
8
3
1
0

○
祝

日
を

含
む

毎
日

2
1
:0

0
～

9
:0

0
○

○
○

○
○

○
○

○
○

県
内

全
域

相
談

機
関

の
名

称
所

在
地

家 庭

健
康

教
育

教
　

　
育

滋
賀

県
子

ど
も

・
子

育
て

応
援

セ
ン

タ
ー

売
春

、
恋

愛
感

情
を

伴
わ

な
い

性
的

行
動

等
に

関
す

る
問

題

学
習

、
進

路
、

不
適

応
等

の
問

題

不
登

校
、

怠
学

等
の

問
題

問
題

行
動

や
、

犯
罪

を
強

要
し

た
り

、
誘

う
こ

と
等

を
伴

う
交

友
関

係

子
ど

も
に

関
す

る
こ

と
な

ら
な

ん
で

も
相

談
で

き
る

総
合

窓
口

職
場

紹
介

な
ど

就
職

す
る

た
め

の
支

援

就
労

受
付

時
間

対
象

区
域

電
話

番
号

生
活

習
慣

、
し

つ
け

、
育

児
、

親
子

関
係

、
子

ど
も

へ
の

虐
待

に
関

す
る

問
題

、
交

友

身
体

的
発

達
、

精
神

衛
生

、
心

身
障

害
等

の
問

題

異
性

関
係

、
性

に
関

す
る

問
題

そ
の

他

非
行

、
家

庭
内

暴
力

、
家

出
等

の
不

良
行

為
に

関
す

る
問

題

カ
ウ

ン
セ

リ
ン

グ
　

技
能

習
得

、
就

職
セ

ミ
ナ

ー
な

ど
、

就
職

ま
で

の
支

援

問
題

行
動

相
談

方
法

滋
賀

県
教

育
委

員
会

(子
ど

も
ナ

イ
ト

だ
い

や
る

)
い

じ
め

等
の

悩
み

深
夜

電
話

相
談

1
�子

ど
も

・
�

�
に

関
す

る
相

談
機

関
�

�

い
じ

め
、

校
内

暴
力

、
人

権
問

題
等

の
問

題

健
　

　
康

家
　

　
　

　
　

庭

問
題

行
動

所
在

地

就
　

　
労

1
.子

ど
も

・
若

者
に

関
す

る
相

談
機

関
一

覧
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来 所

電 話

訪 問

巡 回

そ の 他

学 業

い じ め

不 登 校

心 身

性

非 行 等

不 良 交 友

不 純 異 性 交 遊

就 職 相 談

職 業 紹 介

相
談

機
関

の
名

称
所

在
地

家 庭

健
康

教
育

就
労

受
付

時
間

対
象

区
域

電
話

番
号

そ
の

他

問
題

行
動

相
談

方
法

所
在

地

3
〒

5
2
0
-
8
5
7
7

大
津

市
京

町
4
-
1
-
1

県
庁

新
館

６
階

県
立

学
校

・
地

域
統

括
担

当 0
7
7
-
5
2
4
-
7
5
0
0

大
津

市
・

高
島

市
担

当
0
7
7
-
5
2
2
-
2
0
2
0

草
津

市
・

栗
東

市
・

守
山

市
・

野
洲

市
・

湖
南

市
・

甲
賀

市
担

当
0
7
7
-
5
6
7
-
5
4
0
4

東
近

江
市

、
近

江
八

幡
市

、
竜

王
町

、
日

野
町

担
当 0
7
4
8
-
5
6
-
1
0
5
0

彦
根

市
、

米
原

市
、

長
浜

市
、

愛
荘

町
、

豊
郷

町
、

甲
良

町
、

多
賀

町
担

当
0
7
4
9
-
2
4
-
1
5
5
5

○
○

○

月
～

金
(祝

日
、

年
末

年
始

は
除

く
)

9
:3

0
～

1
8
:0

0

○
県

内
全

域
（

各
市

町
担

当
は

、
公

立
小

・
中

学
校

対
象

）

4
〒

5
2
5
-
0
0
7
2

草
津

市
笠

山
七

丁
目

4
-
4
5

0
7
7
-
5
6
2
-
1
1
2
1

0
7
7
-
5
6
2
-
8
9
9
6

(虐
待

通
告

等
2
4
時

間
対

応
専

用
)

○
○

○

月
～

金
8
:3

0
～

1
7
:1

5
虐

待
通

告
等

の
電

話
は

2
4

時
間

対
応

○
○

○
○

○
○

○
○

○
大

津
市

、
草

津
市

、
守

山
市

、
栗

東
市

、
野

洲
市

、
甲

賀
市

、
湖

南
市

、
高

島
市

5
〒

5
2
2
-
0
0
4
3

彦
根

市
小

泉
町

9
3
2
-
1

0
7
4
9
-
2
4
-
3
7
4
1

○
○

○
月

～
金

8
:3

0
～

1
7
:1

5
○

○
○

○
○

○
○

○
○

彦
根

市
、

長
浜

市
、

近
江

八
幡

市
、

東
近

江
市

、
米

原
市

、
蒲

生
郡

、
愛

知
郡

、
犬

上
郡

6
〒

5
2
0
-
0
0
4
7

大
津

市
浜

大
津

4
丁

目
3
-
3
0

0
7
7
-
5
2
4
-
8
1
2
5

○
○

月
～

金
9
:0

0
～

1
7
:0

0
○

県
内

全
域

○
市

町
立

学
校

に
つ

い
て

は
電

話
に

よ
る

相
談

○
県

立
・

国
立

・
私

立
の

学
校

に
つ

い
て

は
来

所
、

電
話

に
よ

る
相

談

7
〒

5
2
5
-
0
0
7
2

草
津

市
笠

山
八

丁
目

4
番

2
5
号

0
7
7
-
5
6
7
-
5
0
1
0

(専
用

電
話

な
し

)
○

○

祝
日

お
よ

び
年

末
・

年
始

を
除

く
月

～
金

9
:0

0
～

1
6
:0

0
（

面
接

は
予

約
制

）

○
○

県
内

全
域

8
〒

5
2
5
-
0
0
7
2

草
津

市
笠

山
八

丁
目

4
番

2
5
号

滋
賀

県
立

精
神

保
健

福
祉

セ
ン

タ
ー

内

0
7
7
-
5
6
9
-
4
0
6
0

(新
規

相
談

受
付

)
0
7
7
-
5
6
7
-
5
0
5
8

(継
続

相
談

)

○
○

祝
日

及
び

年
末

・
年

始
を

除
く

月
～

金
9
:0

0
～

1
6
:0

0
（

面
接

は
予

約
制

）

○
○

県
内

全
域

滋
賀

県
彦

根
子

ど
も

家
庭

相
談

セ
ン

タ
ー

滋
賀

県
立

精
神

保
健

福
祉

セ
ン

タ
ー

ひ
き

こ
も

り
に

関
す

る
相

談
相

談
対

象
年

齢
は

概
ね

1
5
歳

以
上

不
登

校
専

門
相

談

ア
デ

ィ
ク

シ
ョ

ン
関

連
（

ア
ル

コ
ー

ル
・

薬
物

・
ギ

ャ
ン

ブ
ル

等
）

、
思

春
期

関
連

、
う

つ
・

自
殺

関
連

、
こ

こ
ろ

の
ケ

ア
関

連
（

Ｐ
Ｔ

Ｓ
Ｄ

等
）

の
精

神
保

健
に

関
す

る
相

談

子
ど

も
と

女
性

に
関

す
る

相
談

子
ど

も
と

女
性

に
関

す
る

相
談

滋
賀

県
中

央
子

ど
も

家
庭

相
談

セ
ン

タ
ー

ひ
き

こ
も

り
支

援
セ

ン
タ

ー

滋
賀

県
教

育
委

員
会

(い
じ

め
問

題
対

応
専

門
員

)

滋
賀

県
心

の
教

育
相

談
セ

ン
タ

ー

学
校

で
の

い
じ

め
問

題
に

関
す

る
相

談
お

よ
び

関
係

機
関

と
の

調
整
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来 所

電 話

訪 問

巡 回

そ の 他

学 業

い じ め

不 登 校

心 身

性

非 行 等

不 良 交 友

不 純 異 性 交 遊

就 職 相 談

職 業 紹 介

相
談

機
関

の
名

称
所

在
地

家 庭

健
康

教
育

就
労

受
付

時
間

対
象

区
域

電
話

番
号

そ
の

他

問
題

行
動

相
談

方
法

所
在

地

9
〒

5
2
0
-
2
3
2
1

野
洲

市
北

桜
0
7
7
-
5
8
8
-
2
5
0
5

（
相

談
専

用
電

話
）

○
○

月
～

金
9
:3

0
～

1
２

:3
0

1
3
:3

0
～

1
6
:3

0
○

県
内

全
域

〒
5
2
0
-
8
5
0
1

大
津

市
打

出
浜

1
-
1
0

滋
賀

県
警

察
本

部
北

棟
1
階

0
7
7
-
5
2
1
-
5
7
3
5

(専
用

電
話

な
し

)
○

○
大

津
、

草
津

、
守

山
、

甲
賀

、
大

津
北

、
高

島
警

察
署

管
内

〒
5
2
1
-
0
0
1
2

米
原

市
米

原
1
7
7
番

地
1

米
原

警
察

署
１

階

0
7
4
9
-
5
2
-
0
1
1
4

(専
用

電
話

な
し

)
○

○
近

江
八

幡
、

東
近

江
、

彦
根

、
米

原
、

長
浜

、
木

之
本

警
察

署
管

内

大
津

地
方

法
務

局
人

権
擁

護
課

〒
5
2
0
-
8
5
1
6

大
津

市
京

町
3
丁

目
1
番

1
号

(大
津

び
わ

湖
合

同
庁

舎
）

大
津

地
方

法
務

局
甲

賀
支

局
総

務
係

〒
5
2
8
-
0
0
0
5

甲
賀

市
水

口
町

水
口

5
6
5
5

大
津

地
方

法
務

局
彦

根
支

局
総

務
係

〒
5
2
2
-
0
0
5
4

彦
根

市
西

今
町

5
8
-
3

大
津

地
方

法
務

局
長

浜
支

局
総

務
係

〒
5
2
6
-
0
0
3
1

長
浜

市
八

幡
東

町
2
5
3
-
4

1
2

〒
5
2
0
-
0
8
6
7

大
津

市
大

平
1
-
1
-
2

0
7
7
-
5
3
7
-
1
0
2
3

○
○

月
～

金
（

祝
日

を
除

く
）

9
:0

0
～

1
1
:0

0
1
3
:0

0
～

1
6
:0

0
○

○
○

○
○

○
県

内
全

域

1
3

〒
5
2
7
-
0
0
2
3

東
近

江
市

八
日

市
緑

町
8
-
2
2

0
7
4
8
-
2
2
-
1
3
0
0

○
○

○
月

～
金

8
:3

0
～

1
7
:1

5
○

○
○

○
○

○
○

○
○

蒲
生

郡

1
4

〒
5
2
2
-
0
0
3
9

彦
根

市
和

田
町

4
1

0
7
4
9
-
2
1
-
0
2
8
3

○
○

○
月

～
金

8
:3

0
～

1
7
:1

5
○

○
○

○
○

○
○

○
○

愛
知

郡
、

犬
上

郡

1
5

〒
5
2
5
-
0
0
2
5

草
津

市
西

渋
川

1
-
1
-
1
4

行
岡

第
一

ビ
ル

4
階

お
う

み
若

者
未

来
サ

ポ
ー

ト
セ

ン
タ

ー
内

0
7
7
-
5
6
3
-
0
3
0
1

○
○

月
～

金
9
:0

0
～

1
7
:0

0
○

○
県

内
全

域

1
6

〒
5
2
5
-
0
0
2
5

草
津

市
西

渋
川

1
-
1
-
1
4

行
岡

第
一

ビ
ル

4
階

お
う

み
若

者
未

来
サ

ポ
ー

ト
セ

ン
タ

ー
内

0
7
7
-
5
6
3
-
0
3
0
1

○
○

月
～

金
9
:0

0
～

1
7
:0

0
○

○
県

内
全

域

県
内

全
域

子
ど

も
や

家
庭

に
関

す
る

こ
と

子
ど

も
や

家
庭

に
関

す
る

こ
と

○

土
・

日
・

祝
・

年
末

年
始

は
閉

庁
対

象
者

は
新

規
大

学
等

卒
業

予
定

者
お

よ
び

既
卒

者

○ ○
○

○

○
○

月
～

金
（

祝
日

を
除

く
）

8
:3

0
～

1
7
:1

5
○

○
○

○

人 権 相 談 所

滋
賀

県
総

合
教

育
セ

ン
タ

ー

○
○

幼
児

児
童

生
徒

、
保

護
者

、
教

職
員

な
ど

が
対

象
の

発
達

障
害

等
の

相
談

○

東
近

江
健

康
福

祉
事

務
所

（
子

ど
も

家
庭

相
談

室
）

大
津

少
年

鑑
別

所
（

相
談

専
用

窓
口

）

人
権

問
題

全
般

月
～

金
8
:3

0
～

1
7
:1

5

大
津

少
年

サ
ポ

ー
ト

セ
ン

タ
ー

米
原

少
年

サ
ポ

ー
ト

セ
ン

タ
ー

湖
東

健
康

福
祉

事
務

所
（

子
ど

も
家

庭
相

談
室

）

1
0

1
1

滋
賀

新
卒

応
援

ハ
ロ

ー
ワ

ー
ク

滋
賀

わ
か

も
の

支
援

コ
ー

ナ
ー

土
・

日
・

祝
・

年
末

年
始

は
閉

庁
対

象
者

は
お

お
む

ね
4
5
歳

未
満

の
正

規
雇

用
で

の
就

職
を

希
望

す
る

求
職

者

0
5
7
0
-
0
0
3
-
1
1
0

全
国

共
通

人
権

相
談

ダ
イ

ヤ
ル

0
1
2
0
-
0
0
7
-
1
1
0

子
ど

も
の

人
権

1
1
0
番

(子
ど

も
に

関
す

る
相

談
)
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来 所

電 話

訪 問

巡 回

そ の 他

学 業

い じ め

不 登 校

心 身

性

非 行 等

不 良 交 友

不 純 異 性 交 遊

就 職 相 談

職 業 紹 介

相
談

機
関

の
名

称
所

在
地

家 庭

健
康

教
育

就
労

受
付

時
間

対
象

区
域

電
話

番
号

そ
の

他

問
題

行
動

相
談

方
法

所
在

地

1
7

〒
5
2
5
-
0
0
2
5

草
津

市
西

渋
川

1
-
1
-
1
4

行
岡

第
一

ビ
ル

4
階

お
う

み
若

者
未

来
サ

ポ
ー

ト
セ

ン
タ

ー
内

0
7
7
-
5
6
3
-
0
3
0
1

○
○

月
～

金
9
:0

0
～

1
7
:0

0
○

県
内

全
域

1
8

〒
5
2
2
-
0
0
7
1

彦
根

市
元

町
4
-
1

湖
東

合
同

庁
舎

1
階

0
7
4
9
-
2
4
-
1
3
0
4

○
○

月
～

金
9
:0

0
～

1
7
:0

0
○

県
内

全
域

〒
5
2
5
-
0
0
2
5

草
津

市
西

渋
川

1
-
1
-
1
4

行
岡

第
一

ビ
ル

4
階

お
う

み
若

者
未

来
サ

ポ
ー

ト
セ

ン
タ

ー
内

0
7
7
-
5
6
3
-
0
3
6
6

○
○

月
～

金
9
:0

0
～

1
7
:0

0
○

〒
5
2
2
-
0
0
7
1

彦
根

市
元

町
4
-
1

湖
東

合
同

庁
舎

1
階

ヤ
ン

グ
ジ

ョ
ブ

セ
ン

タ
ー

滋
賀

彦
根

相
談

コ
ー

ナ
ー

内

0
7
4
9
-
2
4
-
1
3
0
4

○
○

月
・

水
・

金
9
:3

0
～

1
6
:3

0
○

2
0

〒
5
2
0
-
0
0
4
4

大
津

市
京

町
三

丁
目

5
-
1
2

森
田

ビ
ル

N
o
.6

　
6
階

0
7
7
-
5
2
2
-
8
5
5
5

○
○

月
～

金
9
:0

0
～

1
7
:0

0
○

大
津

市

（
２

）
少

年
補

導
セ

ン
タ

ー
の

相
談

窓
口

来 所

電 話

訪 問

巡 回

そ の 他

学 業

い じ め

不 登 校

心 身

性

非 行 等

不 良 交 友

不 純 異 性 交 遊

就 職 相 談

職 業 紹 介

大
津

市
北

部
を

除
く

全
域

県
内

全
域

2
2

〒
5
2
0
-
0
2
4
3

大
津

市
堅

田
二

丁
目

1
-
1
1

大
津

市
北

部
地

域
文

化
セ

ン
タ

ー
2
階

0
7
7
-
5
7
3
-
9
0
0
0

○
○

○
○

火
～

土
9
:0

0
～

1
6
:3

0
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
大

津
市

北
部

（
仰

木
・

堅
田

学
区

以
北

）

0
7
4
9
-
2
4
-
9
1
4
0

彦
根

市
相

談
メ

ー
ル

ア
ド

レ
ス

：
s
o
u
d
a
n
@

m
x
h
ik
o
n
e
.e
d
.jp

0
7
4
9
-
2
6
-
6
8
8
0

県
内

全
域

0
7
4
9
-
7
3
-
3
1
5
1

長
浜

市
（

旧
長

浜
市

、
旧

東
浅

井
郡

）

0
7
4
9
-
7
3
-
3
1
5
6

県
内

全
域

対
象

区
域

所
在

地

1
9

ニ
ー

ト
、

引
き

こ
も

り
等

の
若

年
無

業
者

で
概

ね
4
0
歳

未
満

の
者

ヤ
ン

グ
ジ

ョ
ブ

セ
ン

タ
ー

滋
賀

滋
賀

県
地

域
若

者
サ

ポ
ー

ト
ス

テ
ー

シ
ョ

ン 長
浜

市
長

浜
青

少
年

セ
ン

タ
ー

大
津

少
年

セ
ン

タ
ー

大
津

市
堅

田
少

年
セ

ン
タ

ー

あ
す

く
る

彦
根

彦
根

市
少

年
セ

ン
タ

ー

相
談

機
関

の
名

称
所

在
地

あ
す

く
る

大
津

2
1

2
3

2
4

あ
す

く
る

長
浜

健
康

家 庭

○
○

無
職

少
年

就
労

就
学

相
談

支
援

相
談

方
法

土
・

日
・

祝
は

閉
庁

対
象

者
は

新
規

大
学

等
卒

業
予

定
者

お
よ

び
概

ね
3
5
歳

未
満

の
者

就
労

問
題

行
動

県
内

全
域

（
大

津
市

を
除

く
）

少
年

の
悩

み
相

談
支

援
無

職
少

年
就

労
就

学
支

援

そ
の

他

無
職

少
年

就
労

相
談

支
援

少
年

の
悩

み
相

談
支

援

土
・

日
・

祝
は

閉
庁

対
象

者
は

新
規

大
学

等
卒

業
予

定
者

お
よ

び
概

ね
3
5
歳

未
満

の
者

無
職

少
年

就
労

就
学

相
談

支
援

電
話

番
号

受
付

時
間

教
育

ヤ
ン

グ
ジ

ョ
ブ

セ
ン

タ
ー

滋
賀

彦
根

相
談

コ
ー

ナ
ー

〒
5
2
0
-
0
8
1
4

大
津

市
本

丸
町

6
-
5
0

大
津

市
生

涯
学

習
セ

ン
タ

ー
4
階

0
7
7
-
5
2
2
-
3
7
2
1

○
○

○
○

火
～

日
9
:0

0
～

1
6
:3

0
○

○
○

○
○

○
○

○

○
○

○
○

○
○

○

〒
5
2
6
-
0
1
4
1

長
浜

市
五

村
1
0
6

長
浜

市
役

所
虎

姫
支

所
3
階

○

〒
5
2
2
-
0
0
0
1

彦
根

市
尾

末
町

1
-
3
8

彦
根

市
民

会
館

内
○

○

○

○
メ ー ル

月
～

金
9
:0

0
～

1
6
:0

0
○

○
○

○
○

○
○

○
月

～
金

9
:0

0
～

1
6
:3

0
○

○
○

○
○

少
年

の
立

ち
直

り
支

援

少
年

の
立

ち
直

り
支

援

少
年

の
立

ち
直

り
支

援

大
津

若
者

サ
ポ

ー
ト

ス
テ

ー
シ

ョ
ン

ニ
ー

ト
、

引
き

こ
も

り
等

の
若

年
無

業
者

で
概

ね
4
0
歳

未
満

の
者
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来 所

電 話

訪 問

巡 回

そ の 他

学 業

い じ め

不 登 校

心 身

性

非 行 等

不 良 交 友

不 純 異 性 交 遊

就 職 相 談

職 業 紹 介

相
談

機
関

の
名

称
所

在
地

家 庭

健
康

教
育

就
労

受
付

時
間

対
象

区
域

電
話

番
号

そ
の

他

問
題

行
動

相
談

方
法

所
在

地

2
5

〒
5
2
9
-
0
4
2
5

長
浜

市
木

之
本

町
木

之
本

1
7
5
7
-
2

長
浜

市
役

所
北

部
振

興
局

3
階

0
7
4
9
-
8
2
-
4
7
9
8

○
○

○
月

～
金

9
:0

0
～

1
6
:3

0
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
長

浜
市

（
旧

伊
香

郡
内

）

0
7
4
8
-
3
7
-
2
6
3
7

近
江

八
幡

市
、

竜
王

町

0
7
4
8
-
3
7
-
8
6
5
1

県
内

全
域

草
津

市

県
内

全
域

守
山

市
、

野
洲

市

県
内

全
域

2
9

〒
5
2
0
-
3
0
1
5

栗
東

市
安

養
寺

三
丁

目
1
-
1

栗
東

市
学

習
支

援
セ

ン
タ

ー
内

0
7
7
-
5
5
1
-
0
1
4
1

○
○

○
メ ー ル

月
～

金
9
:3

0
～

1
6
:0

0
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
栗

東
市

3
0

〒
5
2
8
-
0
0
2
3

甲
賀

市
水

口
町

本
丸

1
-
1
0

水
口

中
央

公
民

館
別

館
2
階

0
7
4
8
-
6
2
-
6
0
1
0

○
○

○
○

メ ｜ ル

月
～

金
9
:0

0
～

1
7
:0

0
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
甲

賀
市

湖
南

市

県
内

全
域

高
島

市

県
内

全
域

東
近

江
市

県
内

全
域

3
4

〒
5
2
9
-
1
3
3
1

愛
知

郡
愛

荘
町

愛
知

川
7
2

愛
荘

町
役

場
　

愛
知

川
庁

舎
内

0
7
4
9
-
4
2
-
2
8
3
4

○
○

○
月

～
金

9
:0

0
～

1
6
:0

0
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
愛

荘
町

3
5

〒
5
2
1
-
0
0
3
1

米
原

市
一

色
4
4
4

人
権

総
合

セ
ン

タ
ー

内
0
7
4
9
-
5
4
-
5
0
0
1

○
○

○
○

月
～

金
9
:0

0
～

1
6
:3

0
土 9
:0

0
～

1
1
:3

0

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

米
原

市

3
6

〒
5
2
9
-
1
6
0
2

蒲
生

郡
日

野
町

河
原

1
丁

目
1
番

地
日

野
町

勤
労

福
祉

会
館

内
0
7
4
8
-
5
3
-
1
3
2
5

○
○

○
○

メ ｜ ル

月
～

金
9
:0

0
～

1
7
:0

0
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
日

野
町

近
江

八
幡

・
竜

王
少

年
セ

ン
タ

ー

草
津

市
立

少
年

セ
ン

タ
ー

守
山

野
洲

少
年

セ
ン

タ
ー

あ
す

く
る

Ｈ
Ａ

Ｒ
無

職
少

年
就

労
就

学
相

談
支

援

少
年

の
悩

み
相

談
支

援
無

職
少

年
就

労
就

学
支

援

無
職

少
年

就
労

相
談

支
援

高
島

市
少

年
セ

ン
タ

ー

甲
賀

市
少

年
セ

ン
タ

ー

2
6

○
○

○

無
職

少
年

就
労

相
談

支
援

無
職

少
年

就
労

相
談

支
援

少
年

の
悩

み
相

談

無
職

少
年

就
労

就
学

相
談

支
援

少
年

の
悩

み
相

談
支

援
無

職
少

年
就

労
就

学
支

援

少
年

の
悩

み
相

談
支

援
無

職
少

年
就

労
就

学
支

援

少
年

・
保

護
者

の
悩

み
相

談
支

援
無

職
少

年
就

労
相

談
支

援

無
職

少
年

就
労

相
談

支
援

少
年

の
立

ち
直

り
支

援

少
年

の
立

ち
直

り
支

援

無
職

少
年

就
労

相
談

支
援

少
年

の
立

ち
直

り
支

援

無
職

少
年

就
労

相
談

支
援

米
原

市
少

年
セ

ン
タ

ー

日
野

町
少

年
セ

ン
タ

ー

東
近

江
少

年
セ

ン
タ

ー
愛

知
川

分
室

長
浜

市
木

之
本

青
少

年
セ

ン
タ

ー

湖
南

市
少

年
セ

ン
タ

ー

栗
東

市
少

年
セ

ン
タ

ー

〒
5
2
3
-
0
8
9
1

近
江

八
幡

市
鷹

飼
町

5
2

○
○

○
メ ー ル

月
～

金
9
:0

0
～

1
6
:0

0
○

○
○

○
○

○
○

2
7

あ
す

く
る

草
津

〒
5
2
5
-
0
0
3
2

草
津

市
大

路
二

丁
目

1
1
-
5
1

草
津

合
同

ビ
ル

内
0
7
7
-
5
6
2
-
6
5
6
1

○
○

月
～

金
9
:3

0
～

1
6
:0

0
○

○
○

○
○

○
○

○
○

あ
す

く
る

守
山

野
洲

2
8

〒
5
2
4
-
0
0
2
1

守
山

市
吉

身
3
丁

目
1
1
-
4
3

守
山

市
商

工
会

館
3
階

0
7
7
-
5
8
3
-
7
4
7
4

○
○

○

○
月

～
金

8
:3

0
～

1
7
:1

5
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○

あ
す

く
る

湖
南

3
1

〒
5
2
0
-
3
1
9
5

湖
南

市
石

部
中

央
一

丁
目

1
-
1

湖
南

市
西

庁
舎

別
棟

2
階

0
7
4
8
-
7
7
-
7
0
5
3

○
○

○
○

○
メ ー ル

月
～

金
9
:0

0
～

1
6
:0

0
○

○
○

○

あ
す

く
る

高
島

3
2

〒
5
2
0
-
1
2
9
2

高
島

市
安

曇
川

町
田

中
4
5
5

高
島

市
役

所
　

安
曇

川
支

所
内

0
7
4
0
-
3
2
-
3
8
2
4

○
○

○
○

○

○
○

月
～

金
9
:0

0
～

1
7
:0

0
○

○

○

○
○

○

あ
す

く
る

東
近

江
3
3

〒
5
2
9
-
1
4
2
1

東
近

江
市

五
個

荘
竜

田
町

2
-
3

0
7
4
8
-
4
8
-
6
8
3
5

東
近

江
少

年
セ

ン
タ

ー
メ ー ル

月
～

金
9
:0

0
～

1
6
:0

0
○

○
○

○
○

○
○

少
年

の
立

ち
直

り
支

援
○

○
○

○
○

○
○

少
年

の
立

ち
直

り
支

援

少
年

の
立

ち
直

り
支

援

○
○

○
○

○
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来 所

電 話

訪 問

巡 回

そ の 他

学 業

い じ め

不 登 校

心 身

性

非 行 等

不 良 交 友

不 純 異 性 交 遊

就 職 相 談

職 業 紹 介

相
談

機
関

の
名

称
所

在
地

家 庭

健
康

教
育

就
労

受
付

時
間

対
象

区
域

電
話

番
号

そ
の

他

問
題

行
動

相
談

方
法

所
在

地

3
7

〒
5
2
2
-
0
2
6
2

犬
上

郡
甲

良
町

横
関

9
2
7

甲
良

町
立

歴
史

資
料

館
内

0
7
4
9
-
3
8
-
4
6
6
4

○
○

○
月

～
金

9
:0

0
～

1
6
:3

0
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
豊

郷
町

、
多

賀
町

、
甲

良
町

（
３

）
市

町
が

設
置

し
て

い
る

相
談

窓
口

来 所

電 話

訪 問

巡 回

そ の 他

学 業

い じ め

不 登 校

心 身

性

非 行 等

不 良 交 友

不 純 異 性 交 遊

就 職 相 談

職 業 紹 介

3
8

大
津

市
子

ど
も

家
庭

相
談

室
〒

5
2
0
-
0
0
3
7

大
津

市
御

陵
町

3
番

1
号

0
7
7
-
5
2
8
-
2
6
8
8

○
○

○
○

月
～

金
8
:4

0
～

1
7
:2

5
○

○
○

○
○

○
○

○
○

大
津

市

3
9

彦
根

市
家

庭
児

童
相

談
室

〒
5
2
2
-
0
0
4
1

彦
根

市
平

田
町

6
7
0

0
7
4
9
-
2
3
-
7
8
3
8

○
○

○
月

～
金

8
:3

0
～

1
7
:1

5
○

○
○

○
○

○
○

○
○

彦
根

市
内

4
0

長
浜

市
家

庭
児

童
相

談
室

〒
5
2
6
-
0
0
3
1

長
浜

市
八

幡
東

町
6
3
2

0
7
4
9
-
6
5
-
6
5
4
4

○
○

○
月

～
金

8
:3

0
～

1
7
:1

5
○

○
○

○
○

○
○

○
○

長
浜

市

4
1

近
江

八
幡

市
福

祉
総

合
相

談
課

子
ど

も
家

庭
相

談
室

〒
5
2
3
-
8
5
5
1

近
江

八
幡

市
土

田
町

1
3
1
3

0
7
4
8
-
3
1
-
4
0
0
1

○
○

○
月

～
金

8
:3

0
～

1
7
:1

5
○

近
江

八
幡

市

4
2

草
津

市
家

庭
児

童
相

談
室

〒
5
2
5
-
8
5
8
8

草
津

市
草

津
3
-
1
3
-
3
0

0
7
7
-
5
6
1
-
2
4
6
0

○
○

○
月

～
金

8
:3

0
～

1
7
:1

5
○

○
○

○
○

○
○

○
○

草
津

市

4
3

守
山

市
こ

ど
も

家
庭

相
談

課
〒

5
2
4
-
8
5
8
5

守
山

市
吉

身
2
-
5
-
2
2

0
7
7
-
5
8
2
-
1
1
5
9

○
○

○
月

～
金

8
:3

0
～

1
7
:1

5
○

○
○

○
○

○
○

○
○

守
山

市

4
4

栗
東

市
家

庭
児

童
相

談
室

〒
5
2
0
-
3
0
8
8

栗
東

市
安

養
寺

1
丁

目
1
3
-
3
3

0
7
7
-
5
5
1
-
0
3
0
0

○
○

○
月

～
金

（
祝

祭
日

除
く

）
1
0
:1

5
～

1
7
:1

5
○

○
○

○
○

○
○

栗
東

市

4
5

甲
賀

市
家

庭
児

童
相

談
室

〒
5
2
8
-
0
0
0
5

甲
賀

市
水

口
町

水
口

5
6
0
9
番

地
0
7
4
8
-
6
5
-
0
6
6
0

○
○

○
○

月
～

金
8
:3

0
～

1
7
:1

5
○

○
○

○
○

○
○

○
○

甲
賀

市
内

4
6

野
洲

市
家

庭
児

童
相

談
室

〒
5
2
0
-
2
3
9
5

野
洲

市
小

篠
原

2
1
0
0
-
1

0
7
7
-
5
8
7
-
6
1
4
0

○
○

○
月

～
金

8
:3

0
～

1
7
:1

5
○

○
○

○
○

○
○

○
○

野
洲

市
内

4
7

湖
南

市
家

庭
児

童
相

談
室

〒
5
2
0
-
3
2
8
8

湖
南

市
中

央
一

丁
目

1
番

地
0
7
4
8
-
7
1
-
2
3
4
5

○
○

○
月

～
金

8
:3

0
～

1
7
:1

5
○

○
○

○
○

○
○

湖
南

市
内

4
8

高
島

市
子

ど
も

家
庭

相
談

課
〒

5
2
0
-
1
5
9
2

高
島

市
新

旭
町

北
畑

5
6
5
番

地
0
7
4
0
-
2
5
-
8
5
1
7

○
○

○
月

～
金

8
:3

0
～

1
7
:1

5
○

○
○

○
○

○
○

○
○

高
島

市
内

4
9

東
近

江
市

こ
ど

も
支

援
セ

ン
タ

ー
〒

5
2
7
-
0
0
2
3

東
近

江
市

八
日

市
緑

町
1
1
番

1
7
号

0
7
4
8
-
2
4
-
5
6
6
3

0
7
4
8
-
2
4
-
1
1
1
1

(電
話

相
談

専
用

)
○

○
○

月
～

金
8
:3

0
～

1
7
:1

5
○

○
○

○
○

○
○

○
○

東
近

江
市

5
0

米
原

市
こ

ど
も

家
庭

相
談

室
〒

5
2
1
-
0
2
9
2

米
原

市
長

岡
1
2
0
6
番

地
0
7
4
9
-
5
5
-
8
1
2
3

○
○

○
月

～
金

8
:3

0
～

1
7
:1

5
○

○
○

○
○

○
○

○
○

米
原

市
内

受
付

時
間

健
康

児
童

虐
待

育
児

相
談

・
児

童
虐

待児
童

虐
待

児
童

虐
待

犬
上

少
年

セ
ン

タ
ー

就
労

児
童

虐
待

・
家

庭
相

談

家 庭 児 童 相 談 室

家 庭

教
育

対
象

区
域

そ
の

他

児
童

虐
待

育
児

相
談

・
児

童
虐

待無
職

少
年

就
労

相
談

支
援

電
話

番
号

相
談

方
法

所
在

地

育
児

相
談

・
児

童
虐

待
・

家
庭

相
談

児
童

虐
待

問
題

行
動

児
童

虐
待

児
童

虐
待

育
児

相
談

・
児

童
虐

待育
児

相
談

・
児

童
虐

待

相
談

機
関

の
名

称
所

在
地
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来 所

電 話

訪 問

巡 回

そ の 他

学 業

い じ め

不 登 校

心 身

性

非 行 等

不 良 交 友

不 純 異 性 交 遊

就 職 相 談

職 業 紹 介

相
談

機
関

の
名

称
所

在
地

家 庭

健
康

教
育

就
労

受
付

時
間

対
象

区
域

電
話

番
号

そ
の

他

問
題

行
動

相
談

方
法

所
在

地

0
7

4
9

-
2

4
-
0

4
1

5
○

○
○

月
～

金
1

0
:0

0
～

1
2

:0
0

1
3

:0
0

～
1

6
:0

0
○

○
○

○
○

0
7

4
9

-
2

3
-
7

8
6

7
(電

話
相

談
専

用
)

○
月

、
水

1
4

:0
0

～
1

7
:0

0
○

○
○

○
○

5
2

〒
5

2
3

-
0

8
9

1
近

江
八

幡
市

鷹
飼

町
5

2
番

地
0

7
4

8
-
3

7
-
8

8
7

7
○

○
月

～
金

9
:0

0
～

1
6

:3
0

○
○

○
○

○
○

○
○

○

5
3

〒
5

2
1

-
1

3
1

1
近

江
八

幡
市

安
土

町
下

豊
浦

4
6

6
0

(安
土

町
公

民
館

３
Ｆ

）
0

7
4

8
-
4

6
-
6

2
5

0
○

○
火 9

:0
0

～
1

6
:3

0
○

○
○

○
○

○
○

○
○

5
4

草
津

市
立

教
育

研
究

所
草

津
市

や
ま

び
こ

教
育

相
談

室
〒

5
2

5
-
0

0
4

1
草

津
市

青
地

町
1

0
8

6
番

地
0

7
7

-
5

6
3

-
1

2
7

0
○

○
○

月
～

金
9

:3
0

～
1

7
:0

0
○

○
○

○
○

○
○

草
津

市

5
5

守
山

市
教

育
研

究
所

〒
5

2
4

-
0

0
4

1
守

山
市

勝
部

3
丁

目
9

-
1

0
7

7
-
5

8
3

-
4

2
1

7
0

7
7

-
5

8
3

-
4

2
3

7
(電

話
相

談
専

用
)

○
○

月
～

金
9

:0
0

～
1

7
:0

0
○

○
○

○
○

守
山

市
内

（
場

合
に

よ
り

近
隣

市
町

も
）

5
6

〒
5

2
0

-
8

5
7

5
大

津
市

御
陵

町
3

番
1

号
0

1
2

0
-
0

2
5

-
5

2
8

0
7

7
-
5

2
8

-
2

8
3

0
○

○
○

月
～

金
9

:0
0

～
1

7
:0

0
○

大
津

市

5
7

〒
5

2
0

-
3

3
9

3
甲

賀
市

甲
南

町
野

田
8

1
0

0
7

4
8

-
8

6
-
8

1
0

0
○

○
○

○
月

～
金

9
:0

0
～

1
7

:0
0

○
○

○
○

○
○

○
○

○
甲

賀
市

5
8

〒
5

2
7

-
0

0
2

3
東

近
江

市
八

日
市

緑
町

1
1

番
2

1
号

0
7

4
8

-
2

2
-
0

1
2

0
○

 
 

月
～

金
9

:0
0

～
1

6
:0

0
 

 
○

 
 

 
 

 
 

東
近

江
市

内
小

中
学

校
児

童
生

徒
、

保
護

者
、

教
職

員

5
9

〒
5

2
0

-
0

0
4

7
大

津
市

浜
大

津
2

丁
目

1
番

3
5

号
O

S
D

浜
大

津
ビ

ル
5

、
6

F

0
7

7
-
5

2
5

-
7

9
1

2
0

7
7

-
5

2
2

-
4

6
4

6
○

○
月

～
土

9
:0

0
～

1
7

:0
0

○
○

○
○

○
大

津
市

6
0

〒
5

2
6

-
0

2
9

2
長

浜
市

内
保

町
2

4
9

0
-
1

0
7

4
9

-
7

4
-
3

7
0

2
○

○
月

～
金

8
:3

0
～

1
7

:1
5

○
○

○
○

長
浜

市

6
1

〒
5

2
9

-
0

2
3

3
長

浜
市

高
月

町
渡

岸
寺

1
6

0
0

7
4

9
-
8

5
-
6

4
0

7
○

○
○

月
～

金
8

:3
0

～
1

7
:1

5
○

○
○

○
長

浜
市

6
2

〒
5

2
0

-
3

0
1

5
栗

東
市

安
養

寺
三

丁
目

1
-
1

0
7

7
-
5

5
4

-
6

1
0

4
○

○
○

月
～

金
9

:0
0

～
1

6
:0

0
○

○
○

栗
東

市
内

の
小

中
学

校
の

児
童

生
徒

、
保

護
者

5
1

甲
賀

市
教

育
委

員
会

学
校

教
育

課

大
津

市
教

育
相

談
セ

ン
タ

ー

長
浜

市
教

育
セ

ン
タ

ー
　

教
育

相
談

室

東
近

江
市

教
育

委
員

会
学

校
教

育
課

児
童

生
徒

成
長

支
援

室

長
浜

市
教

育
セ

ン
タ

ー
　

教
育

相
談

室
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
高

月
分

室

 

彦
根

市
立

教
育

研
究

所
〒

5
2

2
-
0

0
0

1
彦

根
市

尾
末

町
1

-
3

8
彦

根
市

不
登

校
、

学
校

不
適

応
な

ど
、

教
育

や
子

育
て

に
関

す
る

こ
と

不
登

校
、

学
校

不
適

応
な

ど
、

教
育

や
子

育
て

に
関

す
る

こ
と

発
達

に
関

す
る

こ
と

栗
東

市
児

童
生

徒
支

援
室

教
育

相
談

室

不
登

校
、

学
校

不
適

応
な

ど
、

教
育

や
子

育
て

に
関

す
る

こ
と

教 育 研 究 所

大
津

市
い

じ
め

対
策

推
進

室

近
江

八
幡

市
教

育
相

談
室

不
登

校
、

教
育

や
子

育
て

に
関

す
る

こ
と

近
江

八
幡

市
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来 所

電 話

訪 問

巡 回

そ の 他

学 業

い じ め

不 登 校

心 身

性

非 行 等

不 良 交 友

不 純 異 性 交 遊

就 職 相 談

職 業 紹 介

相
談

機
関

の
名

称
所

在
地

家 庭

健
康

教
育

就
労

受
付

時
間

対
象

区
域

電
話

番
号

そ
の

他

問
題

行
動

相
談

方
法

所
在

地

6
3

〒
5

2
8

-
0

0
3

2
甲

賀
市

水
口

町
八

坂
1

-
4

○
○

○
○

甲
賀

市
内

在
住

の
小

中
学

生
と

そ
の

保
護

者

6
4

〒
5

2
9

-
1

8
1

1
甲

賀
市

信
楽

町
江

田
9

5
8

-
2

○
○

○
○

甲
賀

市
内

在
住

の
小

中
学

生
と

そ
の

保
護

者

6
5

〒
5

2
0

-
3

4
3

1
甲

賀
市

甲
賀

町
大

久
保

5
0

7
－

2
○

○
○

○
甲

賀
市

内
在

住
の

小
中

学
生

と
そ

の
保

護
者

6
6

〒
5

2
0

-
2

3
3

1
野

洲
市

小
篠

原
1

9
6

5
-
4

0
7

7
-
5

8
7

-
6

9
2

5
○

○
月

～
金

8
:3

0
～

1
7

:1
5

○
○

○
○

○
野

洲
市

内

6
7

〒
5

2
0

-
3

2
2

2
湖

南
市

吉
永

3
0

2
番

地
勤

労
青

少
年

ホ
ー

ム
内

0
7

4
8

-
7

2
-
4

8
1

0
○

○
月

～
金

9
:0

0
～

1
6

:0
0

○
○

○
湖

南
市

在
住

の
小

中
学

生
、

保
護

者

6
8

〒
5

2
0

-
1

2
9

2
高

島
市

安
曇

川
町

田
中

4
5

5
0

7
4

0
-
3

2
-
4

4
0

6
○

○
○

○
月

～
金

8
:3

0
～

1
7

:0
0

○
○

○
○

○
○

○
○

○
高

島
市

内

6
9

高
島

市
子

ど
も

・
若

者
総

合
相

談
窓

口
〒

5
2

0
-
1

2
9

2
高

島
市

安
曇

川
町

田
中

4
5

5
0

7
4

0
-
3

2
-
3

8
2

4
○

○
月

～
金

9
:0

0
～

1
7

:0
0

○
○

○
高

島
市

内

7
0

〒
5

2
1

-
0

0
3

1
米

原
市

一
色

4
4

4
番

地
0

7
4

9
-
5

4
-
5

0
0

0
○

○
○

月
～

金
　

9
:0

0
～

1
7

:0
0

○
米

原
市

内

7
1

〒
5

2
1

-
0

2
9

2
米

原
市

長
岡

1
2

0
6

番
地

0
7

4
9

-
5

5
-
8

1
1

2
○

○
○

月
～

金
9

:0
0

～
1

7
:0

0
○

○
○

○
○

○
米

原
市

7
2

〒
5

2
9

-
1

6
0

9
蒲

生
郡

日
野

町
中

道
2

丁
目

1
2

0
7

4
8

-
5

3
-
3

8
3

8
○

○
○

○
月

～
金

9
:0

0
～

1
7

:0
0

○
○

○
○

○
○

○
○

○
日

野
町

7
3

〒
5

2
0

-
2

5
5

2
蒲

生
郡

竜
王

町
小

口
2

7
6

-
1

0
7

4
8

-
5

8
-
3

7
4

1
○

○
○

○
月

～
金

9
:0

0
～

1
7

:0
0

○
○

○
○

○
○

竜
王

町

7
4

〒
5

2
9

-
1

2
3

4
愛

知
郡

愛
荘

町
安

孫
子

8
2

5
愛

荘
町

教
育

委
員

会
0

7
4

9
-
3

7
-
8

0
5

6
○

○
○

月
・

水
9

:3
0

～
1

5
:0

0
（

月
の

み
午

前
中

）
○

○
愛

荘
町

内

7
5

〒
5

2
2

-
0

2
7

1
犬

上
郡

甲
良

町
下

之
郷

1
5

0
9

0
7

4
9

-
3

8
-
8

0
0

3
○

○
○

月
～

金
9

:0
0

～
1

7
:0

0
○

○
○

○
甲

良
町

7
6

〒
5

2
2

-
0

3
4

1
犬

上
郡

多
賀

町
多

賀
2

2
1

-
1

多
賀

町
総

合
福

祉
保

健
セ

ン
タ

ー
ふ

れ
あ

い
の

郷
内

0
7

4
9

-
4

8
-
8

1
3

7
○

○
○

月
～

金
8

:3
0

～
1

7
:1

5
○

○
○

○
○

○
○

○
○

多
賀

町
内

甲
良

町
子

育
て

支
援

セ
ン

タ
ー

愛
荘

町
適

応
指

導
教

室
「

フ
レ

ン
ズ

」

米
原

市
若

者
自

立
ル

ー
ム

「
あ

お
ぞ

ら
」

相
談

申
込

0
7

4
8

-
8

6
-
8

1
0

0
甲

賀
市

教
育

委
員

会
学

校
教

育
課

こ
ど

も
教

育
支

援
係

月
～

金
9

:3
0

～
1

6
:3

0
甲

賀
市

適
応

指
導

教
室

や
ま

び
こ

ル
ー

ム
（

信
楽

）

甲
賀

市
適

応
指

導
教

室
か

ふ
か

ル
ー

ム
（

甲
賀

）

若
者

の
自

立
へ

向
け

た
生

活
就

労
相

談
（

主
に

ひ
き

こ
も

り
・

ニ
ー

ト
等

）

教
育

相
談

・
課

題
対

応
室

野
洲

市
ふ

れ
あ

い
教

育
相

談
セ

ン
タ

ー
 

取
り

ま
と

め
：

滋
賀

県
健

康
福

祉
部

子
ど

も
・

青
少

年
局

ふ
れ

あ
い

教
育

相
談

室

甲
賀

市
適

応
指

導
教

室
ハ

ッ
ピ

ー
ホ

ー
ム

（
水

口
）

米
原

市
こ

こ
ろ

の
教

育
相

談

多
賀

町
子

ど
も

・
家

庭
応

援
セ

ン
タ

ー

日
野

町
子

育
て

・
教

育
相

談
セ

ン
タ

ー

竜
王

町
ふ

れ
あ

い
相

談
発

達
支

援
セ

ン
タ

ー

若
者

の
自

立
へ

向
け

た
生

活
就

労
相

談
（

主
に

ひ
き

こ
も

り
・

ニ
ー

ト
等

）

・
子

育
て

支
援

・
児

童
虐

待
・

発
達

相
談

な
ど

こ
と

ば
の

相
談

不
登

校
、

発
達

相
談

、
子

育
て

相
談

子
育

て
に

関
す

る
相

談
全

般

・
子

育
て

支
援

・
不

登
校
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名
　

　
称

委
 嘱

 者
 等

職
務

内
容

活
動

状
況

設
置

根
拠

法
令

等
所

管
課

等

少
年

補
導

委
員

少
年

補
導

セ
ン

タ
ー

運
営

協
議

会
会

長
市

町
長

教
育

長

地
域

に
お

け
る

少
年

非
行

防
止

お
よ

び
健

全
育

成
活

動
を

推
進

す
る

た
め

、
街

頭
補

導
、

少
年

相
談

、
環

境
浄

化
活

動
等

を
行

う
。

少
年

補
導

セ
ン

タ
ー

単
位

各
少

年
補

導
セ

ン
タ

ー
設

置
条

例
要

綱
他

子
ど

も
・

青
少

年
局

1
,2

9
9

(2
6

.1
.1

)

青
少

年
育

成
推

進
員

市
町

長
青

少
年

の
健

全
育

成
活

動
､
家

庭
教

育
活

動
。

各
市

町
単

位
各

市
町

条
例

・
規

則
設

置
子

ど
も

・
青

少
年

局
3

0
(2

6
.1

.1
)

立
入

調
査

員
(青

少
年

健
全

育
成

)
知

事
青

少
年

の
健

全
育

成
に

関
す

る
条

例
に

基
づ

く
営

業
者

等
の

義
務

の
履

行
を

確
保

す
る

た
め

の
立

入
調

査
を

す
る

。

滋
賀

県
青

少
年

の
健

全
育

成
に

関
す

る
条

例

子
ど

も
・

青
少

年
局

3
7

2
(2

6
.1

.1
)

立
入

調
査

員
(

シ
ン

ナ
ー

)
知

事
シ

ン
ナ

ー
ま

た
は

ゴ
ム

の
り

販
売

等
に

対
し

､
小

売
業

者
等

の
業

務
の

履
行

を
確

保
す

る
た

め
の

立
入

調
査

活
動

を
行

う
。

各
少

年
セ

ン
タ

ー

滋
賀

県
シ

ン
ナ

ー
等

乱
用

防
止

の
た

め
の

販
売

等
指

導
要

綱

医
務

薬
務

課
1

5
5

(2
5

.9
.1

)

少
年

指
導

委
員

公
安

委
員

会
風

俗
営

業
お

よ
び

風
俗

関
連

営
業

等
に

関
し

、
少

年
を

指
導

し
、

健
全

な
育

成
に

資
す

る
た

め
の

活
動

を
行

う
。

盛
り

場
等

を
中

心
に

少
年

を
指

導
す

る
と

と
も

に
、

風
俗

営
業

等
の

営
業

者
に

対
し

て
少

年
の

健
全

な
育

成
に

障
害

を
及

ぼ
す

行
為

の
自

粛
等

の
協

力
要

請
を

行
う

。

風
俗

営
業

等
の

規
制

及
び

業
務

の
適

正
化

等
に

関
す

る
法

律
第

3
8

条

県
警

少
年

課
5

0
(2

5
.4

.1
)

少
年

補
導

員
各

警
察

署
長

等
地

域
ぐ

る
み

の
非

行
防

止
活

動
の

推
進

役
と

し
て

､
指

導
お

よ
び

相
談

を
行

う
。

日
常

生
活

を
通

じ
て

､
地

域
住

民
に

対
し

て
､
「

愛
の

ひ
と

こ
え

」
運

動
お

よ
び

環
境

浄
化

活
動

､
あ

わ
せ

て
､
少

年
相

談
の

受
理

等
を

行
う

。

－
県

警
少

年
課

1
,0

7
0

(2
5

.4
.1

)

保
護

観
察

官
法

務
大

臣
等

医
学

・
心

理
学

・
教

育
学

・
社

会
学

そ
の

他
の

更
生

保
護

に
関

す
る

専
門

知
識

に
基

づ
き

、
保

護
観

察
、

調
査

、
生

活
環

境
の

調
整

そ
の

他
犯

罪
者

及
び

非
行

少
年

の
更

生
保

護
及

び
犯

罪
の

予
防

に
関

す
る

業
務

を
行

う
。

地
域

の
保

護
司

と
協

働
し

て
保

護
観

察
に

付
さ

れ
た

者
に

対
す

る
保

護
観

察
の

実
施

、
矯

正
施

設
に

収
容

さ
れ

て
い

る
者

の
生

活
環

境
の

調
整

、
民

間
協

力
組

織
の

育
成

及
び

犯
罪

予
防

活
動

等
を

行
う

。

更
生

保
護

法
第

3
1

条
大

津
保

護
観

察
所

1
0

(2
5

.4
.1

)

2
�

子
ど

も
・

�
者

育
成

�
�

業
務

に
�

わ
る

指
導

者
等

�
�

人
員

(
年

月
日

現
在

)

２
.子

ど
も

・
若

者
育

成
支

援
業

務
に

携
わ

る
指

導
者

等
一

覧
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名
　

　
称

委
 嘱

 者
 等

職
務

内
容

活
動

状
況

設
置

根
拠

法
令

等
所

管
課

等
人

員
(

年
月

日
現

在
)

保
護

司
法

務
大

臣

犯
罪

者
や

非
行

少
年

の
改

善
更

生
を

助
け

る
と

と
も

に
、

犯
罪

の
予

防
の

た
め

世
論

の
啓

発
に

努
め

、
も

っ
て

地
域

社
会

の
浄

化
を

図
り

、
個

人
及

び
公

共
の

福
祉

に
寄

与
す

る
。

保
護

観
察

に
付

さ
れ

た
者

に
対

す
る

指
導

監
督

と
補

導
援

護
を

行
い

、
そ

の
更

生
を

助
け

る
ほ

か
、

矯
正

施
設

に
収

容
さ

れ
て

い
る

者
の

生
活

環
境

の
調

整
、

地
域

の
犯

罪
予

防
活

動
を

行
う

。

保
護

司
法

第
２

条
大

津
保

護
観

察
所

4
8

2
(2

5
.1

2
.1

)

社
会

教
育

指
導

員
市

町
教

育
委

員
会

青
少

年
教

育
、

人
権

（
同

和
）

教
育

、
家

庭
教

育
等

の
社

会
教

育
に

お
け

る
特

定
分

野
に

つ
い

て
の

指
導

助
言

、
学

習
相

談
ま

た
は

社
会

教
育

関
係

団
体

の
育

成
等

に
あ

た
る

。

各
市

町
に

お
か

れ
て

お
り

、
人

権
（

同
和

）
教

育
を

は
じ

め
、

当
該

教
育

委
員

会
か

ら
委

嘱
さ

れ
た

社
会

教
育

の
特

定
分

野
に

つ
い

て
指

導
助

言
を

行
う

｡

市
町

条
例

設
置

生
涯

学
習

課
6

3
(2

5
.5

.1
)

ス
ポ

ー
ツ

推
進

委
員

市
町

教
育

委
員

会

ス
ポ

ー
ツ

の
推

進
の

た
め

の
事

業
の

実
施

に
係

る
連

絡
調

整
並

び
に

住
民

に
対

す
る

ス
ポ

ー
ツ

の
実

技
の

指
導

、
そ

の
他

ス
ポ

ー
ツ

に
関

す
る

指
導

及
び

助
言

を
行

う
。

地
域

に
お

け
る

ス
ポ

ー
ツ

の
推

進
計

画
､

年
間

行
事

計
画

へ
の

参
与

､
大

会
の

運
営

､
審

判
､
ス

ポ
ー

ツ
教

室
で

の
実

技
指

導
等

を
行

う
。

ス
ポ

ー
ツ

基
本

法
第

３
２

条
ｽ

ﾎ
ﾟ

ｰ
ﾂ

健
康

課
5

6
0

（
2

5
.4

.1
）

民
生

委
員

児
童

委
員

厚
生

労
働

大
臣

住
民

の
立

場
に

立
っ

て
相

談
に

応
じ

、
必

要
な

援
助

を
行

い
社

会
福

祉
の

増
進

に
努

め
る

。

保
護

を
必

要
と

す
る

児
童

や
虐

待
を

受
け

て
い

る
と

思
わ

れ
る

児
童

を
発

見
し

た
場

合
は

、
子

ど
も

家
庭

相
談

セ
ン

タ
ー

な
ど

の
関

係
機

関
に

通
告

す
る

と
と

も
に

、
連

携
し

な
が

ら
そ

の
保

護
・

支
援

に
あ

た
る

。

民
生

委
員

法
第

３
条

児
童

福
祉

法
第

1
6

条

健
康

福
祉

政
策

課
子

ど
も

・
青

少
年

局

3
,1

8
7

( う
ち

大
津

市
6

3
5

)

(2
5

.1
2

.1
)

児
童

福
祉

司
知

事

子
ど

も
家

庭
相

談
セ

ン
タ

ー
所

長
の

命
を

受
け

、
子

ど
も

の
福

祉
に

関
す

る
相

談
に

応
じ

、
専

門
的

技
術

に
基

づ
い

て
必

要
な

指
導

を
行

う
等

子
ど

も
の

福
祉

増
進

に
努

め
る

。

県
下

２
か

所
の

子
ど

も
家

庭
相

談
セ

ン
タ

ー
に

配
置

さ
れ

､
担

当
地

域
な

ど
を

持
ち

所
内

面
接

､
家

庭
訪

問
等

に
よ

り
相

談
に

応
じ

る
。

児
童

福
祉

法
第

1
3

条
子

ど
も

・
青

少
年

局
3

3
(2

6
.1

.1
)

母
子

自
立

支
援

員
知

事
市

長

母
子

家
庭

等
の

各
種

相
談

に
応

じ
、

そ
の

自
立

に
必

要
な

指
導

を
行

う
等

母
子

家
庭

及
び

寡
婦

の
福

祉
の

増
進

に
努

め
る

。

健
康

福
祉

事
務

所
お

よ
び

市
福

祉
事

務
所

に
設

置
し

て
､
母

子
家

庭
等

の
各

種
の

相
談

に
応

じ
る

と
と

も
に

指
導

に
あ

た
る

。

母
子

及
び

寡
婦

福
祉

法
第

８
条

子
ど

も
・

青
少

年
局

2
1

(2
6

.1
.1

)

ひ
と

り
親

家
庭

福
祉

推
進

員
知

事
大

津
市

長

市
町

ご
と

に
配

置
し

、
福

祉
事

務
所

、
母

子
自

立
支

援
員

、
民

生
委

員
等

と
連

携
を

保
ち

な
が

ら
母

子
家

庭
等

の
福

祉
の

増
進

に
努

め
る

。

母
子

自
立

支
援

員
の

協
力

機
関

と
し

て
、

母
子

家
庭

や
父

子
家

庭
、

寡
婦

の
実

態
を

把
握

し
、

相
談

指
導

に
当

た
る

と
と

も
に

、
各

種
制

度
の

活
用

支
援

を
行

う
。

滋
賀

県
ひ

と
り

親
家

庭
福

祉
推

進
員

設
置

要
綱

子
ど

も
・

青
少

年
局

2
9

9
(う

ち
大

津
市

7
3

）

(2
6

.1
.1

)
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名
　

　
称

委
 嘱

 者
 等

職
務

内
容

活
動

状
況

設
置

根
拠

法
令

等
所

管
課

等
人

員
(

年
月

日
現

在
)

女
性

相
談

員
知

事

夫
婦

・
家

族
間

の
問

題
、

人
間

関
係

、
配

偶
者

か
ら

の
暴

力
、

生
活

関
連

問
題

、
そ

の
他

様
々

な
問

題
に

つ
い

て
相

談
に

応
じ

、
必

要
な

助
言

・
指

導
を

す
る

ほ
か

、
関

係
機

関
と

連
携

を
図

り
な

が
ら

、
指

導
や

保
護

の
必

要
な

女
性

の
発

見
に

努
め

る
。

県
下

２
か

所
の

子
ど

も
家

庭
相

談
セ

ン
タ

ー
に

常
駐

し
､
常

に
地

方
検

察
庁

､
警

察
､
職

業
安

定
所

、
保

健
所

等
関

係
機

関
と

密
接

な
連

絡
を

と
り

女
性

の
相

談
指

導
に

あ
た

る
。

売
春

防
止

法
第

3
5

条
子

ど
も

・
青

少
年

局
4

(2
6

.1
.1

)

家
庭

相
談

員
知

事
子

ど
も

と
家

庭
の

福
祉

に
関

す
る

相
談

、
助

言
、

指
導

を
行

う
。

健
康

福
祉

事
務

所
内

に
あ

る
子

ど
も

家
庭

相
談

室
に

配
置

し
、

一
般

家
庭

の
相

談
に

応
じ

る
。

（
市

で
は

市
福

祉
事

務
所

内
に

あ
る

家
庭

児
童

相
談

室
配

置
）

滋
賀

県
子

ど
も

家
庭

相
談

員
設

置
要

綱

子
ど

も
・

青
少

年
局

2
(市

4
7

)
(2

5
.5

.1
7

)

身
体

障
害

者
相

談
員

市
町

長

身
体

に
障

害
の

あ
る

者
の

福
祉

の
増

進
を

図
る

た
め

、
身

体
に

障
害

の
あ

る
者

の
相

談
に

応
じ

、
及

び
身

体
に

障
害

の
あ

る
者

の
更

生
の

た
め

に
必

要
な

援
助

を
行

う
。

相
談

・
援

助
に

つ
い

て
は

、
市

福
祉

事
務

所
、

町
、

民
生

委
員

、
県

健
康

福
祉

事
務

所
、

県
障

害
者

更
生

相
談

所
等

の
関

係
機

関
と

緊
密

な
連

携
を

保
ち

な
が

ら
遂

行
す

る
。

身
体

障
害

者
福

祉
法

第
1

2
条

の
３

障
害

福
祉

課
1

7
3

(2
5

.7
.1

)

知
的

障
害

者
相

談
員

市
町

長

知
的

障
害

者
の

福
祉

の
増

進
を

図
る

た
め

、
本

人
ま

た
は

そ
の

保
護

者
等

か
ら

の
相

談
に

応
じ

、
及

び
知

的
障

害
者

の
更

生
の

た
め

に
必

要
な

援
助

を
行

う
。

相
談

・
援

助
に

つ
い

て
は

、
市

福
祉

事
務

所
、

町
、

児
童

委
員

（
民

生
委

員
）

、
県

健
康

福
祉

事
務

所
、

県
障

害
者

更
生

相
談

所
等

の
関

係
機

関
と

緊
密

な
連

携
を

保
ち

な
が

ら
遂

行
す

る
。

知
的

障
害

者
福

祉
法

第
1

5
条

の
２

障
害

福
祉

課
6

7
(2

5
.7

.1
)

生
徒

指
導

主
任

・
主

事
県

教
育

委
員

会
市

町
教

育
委

員
会

学
校

に
お

け
る

生
徒

指
導

の
計

画
の

策
定

、
個

別
指

導
の

実
施

等
に

当
た

る
。

ま
た

、
校

内
に

お
け

る
生

徒
指

導
関

係
事

務
の

処
理

に
当

た
る

。

県
内

各
公

立
小

中
学

校
､
県

立
高

等
学

校
お

よ
び

県
立

特
別

支
援

学
校

に
お

い
て

、
学

級
担

任
等

が
行

う
生

徒
指

導
に

つ
い

て
の

助
言

､
保

護
者

や
関

係
機

関
と

の
連

絡
調

整
等

を
行

う
。

学
校

教
育

法
施

行
規

則
第

7
0

条
学

校
教

育
課

3
9

5
(2

5
.4

.1
)

進
路

指
導

主
任

・
主

事
県

教
育

委
員

会
市

町
教

育
委

員
会

生
徒

の
職

業
選

択
の

指
導

、
そ

の
他

の
進

路
の

指
導

に
当

た
る

。

県
内

各
公

立
小

中
学

校
、

県
立

高
等

学
校

お
よ

び
県

立
特

別
支

援
学

校
に

お
い

て
､
学

校
に

お
け

る
進

路
指

導
の

組
織

の
中

核
と

し
て

､
全

校
教

職
員

間
の

連
絡

調
整

等
に

当
た

る
。

学
校

教
育

法
施

行
規

則
第

7
1

条
学

校
教

育
課

3
9

5
(2

5
.4

.1
)
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名
　

　
称

委
 嘱

 者
 等

職
務

内
容

活
動

状
況

設
置

根
拠

法
令

等
所

管
課

等
人

員
(

年
月

日
現

在
)

社
会

教
育

主
事

県
教

育
委

員
会

、
市

町
教

育
委

員
会

社
会

教
育

を
行

う
者

に
専

門
的

、
技

術
的

な
助

言
と

指
導

を
行

う
。

学
校

が
社

会
教

育
関

係
団

体
、

地
域

住
民

な
ど

の
協

力
を

得
て

教
育

活
動

を
行

う
場

合
、

助
言

を
行

う
。

県
お

よ
び

各
市

町
の

教
育

委
員

会
事

務
局

に
お

か
れ

て
お

り
､
社

会
教

育
法

に
基

づ
く

教
育

活
動

を
行

う
。

社
会

教
育

法
第

９
条

の
２

生
涯

学
習

課
1

4
(2

5
.5

.1
)

社
会

教
育

委
員

県
教

育
委

員
会

、
市

町
教

育
委

員
会

社
会

教
育

に
関

し
教

育
委

員
会

に
助

言
す

る
た

め
､
諸

計
画

の
立

案
や

研
究

調
査

等
を

行
う

ほ
か

､
特

に
､
市

町
の

社
会

教
育

委
員

に
あ

っ
て

は
､
当

該
市

町
の

教
育

委
員

会
か

ら
委

嘱
を

受
け

た
青

少
年

教
育

に
関

す
る

特
定

事
項

に
つ

い
て

､
社

会
関

係
団

体
､
社

会
教

育
指

導
者

､
そ

の
他

の
関

係
者

に
対

し
て

助
言

と
指

導
を

与
え

る
。

県
お

よ
び

各
市

町
に

お
か

れ
て

お
り

､
社

会
教

育
法

に
基

づ
い

て
指

導
、

助
言

や
研

究
調

査
を

行
う

。

社
会

教
育

法
第

1
5

条
生

涯
学

習
課

2
6

8
(2

5
.5

.1
)
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3
�

市
町

青
少

年
�

�
主

管
課

一
�

（
平

成
2
6
年

1
月

1
日

現
在

）

市
町

名
郵

便
番

号
住

所
電

話
番

号

1
大

津
市

市
民

部
文

化
・

青
少

年
課

5
2
0
-
8
5
7
5

大
津

市
御

陵
町

3
-
1

0
7
7
-
5
2
8
-
2
7
0
6

2
彦

根
市

福
祉

保
健

部
子

ど
も

青
少

年
課

5
2
2
-
0
0
4
1

彦
根

市
平

田
町

6
7
0

0
7
4
9
-
2
6
-
0
9
9
4

3
長

浜
市

企
画

部
生

涯
学

習
・

文
化

ス
ポ

ー
ツ

課
5
2
6
-
8
5
0
1

長
浜

市
高

田
町

1
2
-
3
4

0
7
4
9
-
6
5
-
6
5
5
2

4
近

江
八

幡
市

教
育

委
員

会
事

務
局

生
涯

学
習

課
5
2
3
-
8
5
0
1

近
江

八
幡

市
桜

宮
町

2
3
6

0
7
4
8
-
3
6
-
5
5
3
3

5
草

津
市

教
育

委
員

会
生

涯
学

習
課

5
2
5
-
8
5
8
8

草
津

市
草

津
三

丁
目

1
3
-
3
0

0
7
7
-
5
6
1
-
2
4
2
8

6
守

山
市

教
育

委
員

会
生

涯
学

習
課

5
2
4
-
8
5
8
5

守
山

市
吉

身
二

丁
目

5
-
2
2

0
7
7
-
5
8
2
-
1
1
4
2

7
栗

東
市

教
育

委
員

会
生

涯
学

習
課

5
2
0
-
3
0
1
5

栗
東

市
安

養
寺

三
丁

目
1
-
1

0
7
7
-
5
5
1
-
0
4
9
6

8
甲

賀
市

教
育

委
員

会
社

会
教

育
課

5
2
0
-
3
3
9
3

甲
賀

市
甲

南
町

野
田

8
1
0

0
7
4
8
-
8
6
-
8
0
2
2

9
野

洲
市

教
育

委
員

会
生

涯
学

習
ス

ポ
ー

ツ
課

5
2
0
-
2
3
9
5

野
洲

市
小

篠
原

2
1
0
0
-
1

0
7
7
-
5
8
7
-
6
0
5
3

1
0

湖
南

市
教

育
委

員
会

生
涯

学
習

課
5
2
0
-
3
1
9
5

湖
南

市
石

部
中

央
一

丁
目

1
-
1

0
7
4
8
-
7
7
-
6
2
5
0

1
1

高
島

市
教

育
委

員
会

青
少

年
課

5
2
0
-
1
2
9
2

高
島

市
安

曇
川

町
田

中
4
5
5

0
7
4
0
-
3
2
-
4
4
5
8

1
2

東
近

江
市

教
育

委
員

会
生

涯
学

習
課

5
2
7
-
8
5
2
7

東
近

江
市

八
日

市
緑

町
1
0
-
5

0
7
4
8
-
2
4
-
5
6
7
2

主
管

部
課

3
．

市
町

青
少

年
行

政
主

管
課

一
覧
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市
町

名
郵

便
番

号
住

所
電

話
番

号
主

管
部

課

1
3

米
原

市
健

康
福

祉
部

子
育

て
支

援
課

5
2
1
-
0
2
9
2

米
原

市
長

岡
1
2
0
6

0
7
4
9
-
5
5
-
8
1
0
4

1
4

日
野

町
教

育
委

員
会

生
涯

学
習

課
5
2
9
-
1
6
9
8

日
野

町
河

原
一

丁
目

１
0
7
4
8
-
5
2
-
6
5
6
6

1
5

竜
王

町
教

育
委

員
会

生
涯

学
習

課
5
2
0
-
2
5
9
2

竜
王

町
小

口
3

0
7
4
8
-
5
8
-
3
7
1
1

1
6

愛
荘

町
教

育
委

員
会

事
務

局
生

涯
学

習
課

5
2
9
-
1
2
3
4

愛
荘

町
安

孫
子

8
2
5

0
7
4
9
-
3
7
-
8
0
5
5

1
7

豊
郷

町
教

育
委

員
会

社
会

教
育

課
5
2
9
-
1
1
6
1

豊
郷

町
四

十
九

院
1
2
5
2

0
7
4
9
-
3
5
-
8
0
1
0

1
8

甲
良

町
教

育
委

員
会

社
会

教
育

課
5
2
2
-
0
2
4
4

甲
良

町
在

士
3
5
3
-
1

0
7
4
9
-
3
8
-
3
3
1
5

1
9

多
賀

町
教

育
委

員
会

生
涯

学
習

課
5
2
2
-
0
3
4
1

多
賀

町
多

賀
3
2
4

0
7
4
9
-
4
8
-
8
1
3
0
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4
.市

町
民

会
�

設
置

�
�

一
�

（
平

成
2

6
年

1
月

1
日

現
在

）

区
分

代
表

者
（

会
長

）
郵

便
番

号
所

在
地

電
話

番
号

設
置

年
月

日
管

轄
課

大
津

市
田

中
豊

治
5

2
0

-
8

5
7

5
大

津
市

御
陵

町
3

-
1

0
7

7
-
5

2
8

-
2

7
0

6
S

4
4

.3
.2

6
大

津
市

市
民

部
文

化
・

青
少

年
課

彦
根

市
北

川
公

徹
5

2
2

-
0

0
4

1
彦

根
市

平
田

町
6

7
0

0
7

4
9

-
2

6
-
0

9
9

4
S

4
4

.3
.2

9
彦

根
市

福
祉

保
健

部
子

ど
も

青
少

年
課

長
浜

市
小

嶋
正

秋
5

2
6

-
8

5
0

1
長

浜
市

高
田

町
1

2
-
3

4
0

7
4

9
-
6

5
-
6

5
5

2
  
S

4
4

.3
. 
9

長
浜

市
企

画
部

生
涯

学
習

・
文

化
ス

ポ
ー

ツ
課

近
江

八
幡

市
髙

木
隆

雄
5

2
3

-
8

5
0

1
近

江
八

幡
市

桜
宮

町
2

3
6

0
7

4
8

-
3

6
-
5

5
3

3
S

4
4

.2
.1

近
江

八
幡

市
教

育
委

員
会

事
務

局
生

涯
学

習
課

草
津

市
津

田
正

慎
5

2
5

-
8

5
8

8
草

津
市

草
津

三
丁

目
1

3
-
3

0
0

7
7

-
5

6
1

-
2

4
2

8
S

4
4

.3
.1

0
草

津
市

教
育

委
員

会
生

涯
学

習
課

守
山

市
谷

口
喜

久
5

2
4

-
8

5
8

5
守

山
市

吉
身

二
丁

目
5

-
2

2
0

7
7

-
5

8
2

-
1

1
4

2
S

4
4

.3
.2

8
守

山
市

教
育

委
員

会
生

涯
学

習
課

栗
東

市
中

島
武

彦
5

2
0

-
3

0
1

5
栗

東
市

安
養

寺
三

丁
目

1
-
1

 
0

7
7

-
5

5
1

-
0

4
9

6
S

4
4

.1
.1

9
栗

東
市

教
育

委
員

会
生

涯
学

習
課

甲
賀

市
柚

口
和

久
5

2
0

-
3

3
9

3
甲

賀
市

甲
南

町
野

田
8

1
0

0
7

4
8

-
8

6
-
8

0
2

2
H

1
6

.1
0

.1
甲

賀
市

教
育

委
員

会
社

会
教

育
課

野
洲

市
今

堀
正

5
2

0
-
2

3
9

5
野

洲
市

小
篠

原
2

1
0

0
-
1

0
7

7
-
5

8
7

-
6

0
5

3
H

1
6

.1
0

.1
野

洲
市

教
育

委
員

会
生

涯
学

習
ス

ポ
ー

ツ
課

湖
南

市
藤

原
忠

昭
5

2
0

-
3

1
9

5
湖

南
市

石
部

中
央

一
丁

目
1

-
1

0
7

4
8

-
7

7
-
6

2
5

0
H

1
6

.1
0

.1
湖

南
市

教
育

委
員

会
生

涯
学

習
課

高
島

市
海

老
澤

文
代

5
2

0
-
1

2
9

2
高

島
市

安
曇

川
町

田
中

4
5

5
0

7
4

0
-
3

2
-
4

4
5

8
H

1
7

.3
.1

0
高

島
市

教
育

委
員

会
青

少
年

課

東
近

江
市

山
田

平
一

郎
5

2
7

-
8

5
2

7
東

近
江

市
八

日
市

緑
町

1
0

-
5

0
7

4
8

-
2

4
-
5

6
7

2
H

1
7

.2
.1

1
東

近
江

市
教

育
委

員
会

生
涯

学
習

課

米
原

市
辻

井
与

志
5

2
1

-
0

2
9

2
米

原
市

長
岡

1
2

0
6

0
7

4
9

-
5

5
-
8

1
0

4
H

1
7

.4
.6

米
原

市
健

康
福

祉
部

子
育

て
支

援
課

日
野

町
東

野
進

5
2

9
-
1

6
9

8
日

野
町

河
原

一
丁

目
1

0
7

4
8

-
5

2
-
6

5
6

6
S

4
3

.1
2

.8
日

野
町

教
育

委
員

会
生

涯
学

習
課

竜
王

町
磯

部
俊

男
5

2
0

-
2

5
5

2
竜

王
町

小
口

2
7

6
-
1

0
7

4
8

-
5

8
-
1

0
0

5
S

4
4

.3
.1

9
竜

王
町

教
育

委
員

会
生

涯
学

習
課

愛
荘

町
福

永
一

枝
5

2
9

-
1

2
3

4
愛

荘
町

安
孫

子
8

2
5

0
7

4
9

-
3

7
-
8

0
5

5
H

1
8

.2
.1

3
愛

荘
町

教
育

委
員

会
事

務
局

生
涯

学
習

課

4
.市

町
民

会
議

設
置

状
況

一
覧
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区
分

代
表

者
（

会
長

）
郵

便
番

号
所

在
地

電
話

番
号

設
置

年
月

日
管

轄
課

豊
郷

町
伊

藤
克

己
5
2
9
-
1
1
6
1

豊
郷

町
四

十
九

院
1
2
5
2
　

0
7
4
9
-
3
5
-
8
0
1
0

S
4
4
.2

.1
1

豊
郷

町
教

育
委

員
会

社
会

教
育

課

甲
良

町
北

川
勝

5
2
2
-
0
2
4
4

甲
良

町
在

士
3
5
3
-
1

0
7
4
9
-
3
8
-
3
3
1
5

S
4
4
.3

.2
6

甲
良

町
教

育
委

員
会

社
会

教
育

課

多
賀

町
火

口
悠

治
5
2
2
-
0
3
5
2

多
賀

町
久

徳
1
6
0
-
1

0
7
4
9
-
4
8
-
1
8
0
0

S
4
4
.3

.2
7

多
賀

町
教

育
委

員
会

生
涯

学
習

課
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5
�少

年
補

導
セ

ン
タ

ー
�

�

（
平

成
2
6
年

1
月

1
日

現
在

）

名
　

　
称

所
　

在
　

地
電

話
番

号
担

当
地

域

大
津

少
年

セ
ン

タ
ー

〒
5
2
0
-0

8
1
4

大
津

市
本

丸
町

6
番

5
0
号

大
津

市
生

涯
学

習
セ

ン
タ

ー
4
階

0
7
7
-
5
2
4
-
2
8
6
5

大
津

市
北

部
を

除
く

全
域

大
津

市
堅

田
少

年
セ

ン
タ

ー
〒

5
2
0
-0

2
4
3

大
津

市
堅

田
2
丁

目
1
-
1
1

大
津

市
北

部
地

域
文

化
セ

ン
タ

ー
2
階

0
7
7
-
5
7
3
-
9
5
4
8

大
津

市
北

部
（

仰
木

・
堅

田
学

区
以

北
）

彦
根

市
少

年
セ

ン
タ

ー
〒

5
2
2
-0

0
0
1

彦
根

市
尾

末
町

1
-
3
8

彦
根

市
民

会
館

内
１

階
0
7
4
9
-
2
4
-
9
1
4
0

彦
根

市

長
浜

市
長

浜
青

少
年

セ
ン

タ
ー

〒
5
2
6
-0

1
4
1

長
浜

市
五

村
1
0
6

長
浜

市
役

所
虎

姫
支

所
3
階

0
7
4
9
-
7
3
-
3
1
5
1

長
浜

市
（

旧
長

浜
市

、
旧

東
浅

井
郡

）

長
浜

市
木

之
本

青
少

年
セ

ン
タ

ー
〒

5
2
9
-0

4
2
5

長
浜

市
木

之
本

町
木

之
本

1
7
5
7
-
2

長
浜

市
役

所
北

部
振

興
局

3
階

0
7
4
9
-
8
2
-
4
7
9
8

長
浜

市
（

旧
伊

香
郡

）

近
江

八
幡

・
竜

王
少

年
セ

ン
タ

ー
〒

5
2
3
-0

8
9
1

近
江

八
幡

市
鷹

飼
町

5
2

0
7
4
8
-
3
7
-
2
6
3
7

近
江

八
幡

市
竜

王
町

草
津

市
立

少
年

セ
ン

タ
ー

〒
5
2
5
-0

0
3
2

草
津

市
大

路
二

丁
目

1
1
-
5
1

草
津

合
同

ビ
ル

内
0
7
7
-
5
6
2
-
6
5
6
1

草
津

市

守
山

野
洲

少
年

セ
ン

タ
ー

〒
5
2
4
-0

0
2
1

守
山

市
吉

身
3
丁

目
1
1
-
4
3

守
山

市
商

工
会

館
3
階

0
7
7
-
5
8
3
-
7
4
7
4

守
山

市
野

洲
市

　
青

少
年

の
非

行
防

止
対

策
を

推
進

し
て

い
く

た
め

の
地

域
に

お
け

る
活

動
拠

点
と

し
て

、
県

内
１

７
か

所
に

設
置

さ
れ

、
関

係
機

関
お

よ
び

地
域

ボ
ラ

ン
テ

ィ
ア

等
と

協
力

し
て

街
頭

補
導

や
少

年
相

談
業

務
等

に
従

事
し

て
い

ま
す

。

5
.少

年
補

導
セ

ン
タ

ー
一

覧
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名
　

　
称

所
　

在
　

地
電

話
番

号
担

当
地

域

栗
東

市
少

年
セ

ン
タ

ー
〒

5
2
0
-3

0
1
5

栗
東

市
安

養
寺

三
丁

目
１

－
１

栗
東

市
学

習
支

援
セ

ン
タ

ー
内

0
7
7
-
5
5
1
-
0
1
4
1

栗
東

市

甲
賀

市
少

年
セ

ン
タ

ー
〒

5
2
8
-0

0
2
3

甲
賀

市
水

口
町

本
丸

1
-
1
0

水
口

中
央

公
民

館
別

館
2
階

0
7
4
8
-
6
2
-
6
0
1
0

甲
賀

市

湖
南

市
少

年
セ

ン
タ

ー
〒

5
2
0
-3

1
9
5

湖
南

市
石

部
中

央
1
丁

目
1
-
1

湖
南

市
西

庁
舎

別
棟

2
階

0
7
4
8
-
7
7
-
7
0
5
3

湖
南

市

高
島

市
少

年
セ

ン
タ

ー
〒

5
2
0
-1

2
9
2

高
島

市
安

曇
川

町
田

中
4
5
5

高
島

市
役

所
　

安
曇

川
支

所
内

0
7
4
0
-
3
2
-
3
8
2
4

高
島

市

東
近

江
少

年
セ

ン
タ

ー
〒

5
2
9
-1

4
2
1

東
近

江
市

五
個

荘
竜

田
町

2
-
3

0
7
4
8
-
4
8
-
6
8
3
5

東
近

江
市

東
近

江
少

年
セ

ン
タ

ー
愛

知
川

分
室

〒
5
2
9
-1

3
3
1

愛
知

郡
愛

荘
町

愛
知

川
7
2

愛
荘

町
役

場
　

愛
知

川
庁

舎
内

0
7
4
9
-
4
2
-
2
8
3
4

愛
荘

町

米
原

市
少

年
セ

ン
タ

ー
〒

5
2
1
-0

0
3
1

米
原

市
一

色
4
4
4

人
権

総
合

セ
ン

タ
ー

内
0
7
4
9
-
5
4
-
5
0
0
1

米
原

市

日
野

町
少

年
セ

ン
タ

ー
〒

5
2
9
-1

6
0
2

蒲
生

郡
日

野
町

河
原

1
丁

目
1
番

地
日

野
町

勤
労

福
祉

会
館

内
0
7
4
8
-
5
3
-
1
3
2
5

日
野

町

犬
上

少
年

セ
ン

タ
ー

〒
5
2
2
-0

2
6
2

犬
上

郡
甲

良
町

横
関

9
2
7

甲
良

町
立

歴
史

資
料

館
内

0
7
4
9
-
3
8
-
4
6
6
5

豊
郷

町
多

賀
町

甲
良

町
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6
�

県
内

の
主

な
青

少
年

�
�

団
体

団
体

数
・

会
員

数
（

年
月

日
現

在
）

滋
賀

県
青

少
年

団
体

協
議

会
船

川
　

泰
裕

青
少

年
の

健
全

な
育

成
を

目
指

し
て

、
県

下
の

青
少

年
団

体
が

互
い

に
そ

の
自

主
性

・
主

体
性

を
尊

重
し

つ
つ

、
相

互
の

連
絡

・
協

調
を

い
っ

そ
う

密
に

し
て

県
下

の
青

少
年

活
動

の
発

展
に

寄
与

す
る

。

大
津

市
唐

橋
町

2
3
-
3

　
滋

賀
県

青
年

会
館

内
0
7
7
-
5
3
7
-
2
7
5
3

1
1
団

体
（

2
5
.4

.1
）

滋
賀

県
子

ど
も

会
連

合
会

安
部

　
　

侃

地
域

を
基

盤
と

し
た

異
年

齢
の

子
ど

も
達

に
よ

っ
て

構
成

さ
れ

、
遊

び
を

中
心

と
し

た
自

治
的

な
集

団
活

動
を

通
し

て
、

地
域

の
青

少
年

を
育

成
す

る
。

子
ど

も
の

集
団

お
よ

び
そ

の
活

動
を

支
え

る
指

導
者

、
集

団
を

側
面

か
ら

援
助

す
る

育
成

会
の

三
者

で
構

成
さ

れ
る

。

大
津

市
京

町
4
-
3
-
2
8

　
滋

賀
県

厚
生

会
館

　
子

ど
も

・
青

少
年

局
分

室
内

0
7
7
-
5
2
3
-
5
3
5
3

1
,8

0
3
団

体
7
0
,7

6
4
人

（
2
5
.3

.3
1
）

一
般

社
団

法
人

ガ
ー

ル
ス

カ
ウ

ト
滋

賀
県

連
盟

上
阪

よ
う

子

“
少

女
と

若
い

女
性

の
た

め
の

”
社

会
教

育
運

動
。

キ
ャ

ン
プ

な
ど

の
自

然
体

験
、

国
際

交
流

、
地

域
の

方
と

の
交

流
や

奉
仕

活
動

の
他

、
地

球
規

模
の

課
題

な
ど

に
も

自
分

た
ち

に
で

き
る

身
近

な
こ

と
か

ら
取

り
組

み
、

地
域

の
特

色
を

生
か

し
た

活
動

を
行

っ
て

い
る

。

大
津

市
京

町
4
-
3
-
2
8

　
滋

賀
県

厚
生

会
館

　
子

ど
も

・
青

少
年

局
分

室
内

0
7
7
-
5
2
3
-
1
9
5
0

3
2
団

体
1
,0

3
9
人

（
2
5
.3

.3
1
）

日
本

ボ
ー

イ
ス

カ
ウ

ト
滋

賀
連

盟
峙

　
信

治
野

外
を

活
動

の
場

と
し

て
、

子
ど

も
た

ち
の

自
発

的
参

加
に

よ
り

、
自

主
性

、
自

律
心

を
養

い
、

公
共

奉
仕

な
ど

幅
広

い
活

動
を

行
う

。
ま

た
、

国
際

的
視

野
に

た
つ

青
少

年
の

育
成

を
図

る
た

め
国

際
交

流
を

進
め

る
。

大
津

市
京

町
4
-
3
-
2
8

　
滋

賀
県

厚
生

会
館

　
子

ど
も

・
青

少
年

局
分

室
内

0
7
7
-
5
2
2
-
3
6
8
1

2
5
団

体
1
,5

4
1
人

（
2
5
.3

.3
1
）

滋
賀

県
ス

ポ
ー

ツ
少

年
団

中
嶋

　
良

立
定

期
的

な
ス

ポ
ー

ツ
活

動
を

は
じ

め
、

交
流

活
動

、
学

習
活

動
、

社
会

活
動

の
実

践
に

よ
っ

て
、

青
少

年
の

健
や

か
な

“
こ

こ
ろ

”
と

“
か

ら
だ

”
の

育
成

を
図

り
ま

す
。

大
津

市
御

陵
町

４
－

１
滋

賀
県

立
ス

ポ
ー

ツ
会

館
２

階
　

（
公

財
）

滋
賀

県
体

育
協

会
0
7
7
-
5
2
1
-
8
0
0
1

1
9
,9

1
2
人

（
2
5
.1

2
.2

7
）

滋
賀

県
青

年
団

体
連

合
会

藤
原

　
麻

美
集

落
や

町
を

単
位

と
し

て
、

地
域

に
居

住
す

る
青

年
で

構
成

さ
れ

る
団

体
で

、
青

年
個

々
の

人
格

の
向

上
と

仲
間

づ
く

り
、

住
み

よ
い

郷
土

づ
く

り
、

世
界

平
和

等
を

め
ざ

す
。

大
津

市
唐

橋
町

2
3
-
3

　
滋

賀
県

青
年

会
館

内
0
7
7
-
5
3
7
-
2
7
5
3

1
5
団

体
（

2
5
.4

.1
）

滋
賀

県
Ｂ

Ｂ
Ｓ

連
盟

西
本

　
敬

太

少
年

た
ち

の
「

兄
」

や
「

姉
」

の
よ

う
な

身
近

な
存

在
と

し
て

、
一

緒
に

遊
ん

だ
り

、
悩

み
の

相
談

に
の

る
な

ど
、

「
同

じ
目

の
高

さ
で

」
接

し
な

が
ら

、
健

や
か

な
成

長
を

側
面

か
ら

援
助

す
る

青
年

ボ
ラ

ン
テ

ィ
ア

活
動

。
活

動
内

容
は

、
と

も
だ

ち
活

動
、

グ
ル

ー
プ

ワ
ー

ク
、

研
さ

ん
活

動
、

非
行

防
止

活
動

。

大
津

市
京

町
3
-
1
-
1

　
大

津
保

護
観

察
所

内
0
7
7
-
5
2
4
-
6
6
8
3

6
3
人

（
2
5
.4

.1
）

電
話

番
号

団
体

名
代

表
者

目
的

・
活

動
内

容
等

連
絡

所
在

地

6
．

県
内

の
主

な
青

少
年

関
係

団
体
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6
�

県
内

の
主

な
青

少
年

�
�

団
体

団
体

数
・

会
員

数
（

年
月

日
現

在
）

滋
賀

県
青

少
年

団
体

協
議

会
船

川
　

泰
裕

青
少

年
の

健
全

な
育

成
を

目
指

し
て

、
県

下
の

青
少

年
団

体
が

互
い

に
そ

の
自

主
性

・
主

体
性

を
尊

重
し

つ
つ

、
相

互
の

連
絡

・
協

調
を

い
っ

そ
う

密
に

し
て

県
下

の
青

少
年

活
動

の
発

展
に

寄
与

す
る

。

大
津

市
唐

橋
町

2
3
-
3

　
滋

賀
県

青
年

会
館

内
0
7
7
-
5
3
7
-
2
7
5
3

1
1
団

体
（

2
5
.4

.1
）

滋
賀

県
子

ど
も

会
連

合
会

安
部

　
　

侃

地
域

を
基

盤
と

し
た

異
年

齢
の

子
ど

も
達

に
よ

っ
て

構
成

さ
れ

、
遊

び
を

中
心

と
し

た
自

治
的

な
集

団
活

動
を

通
し

て
、

地
域

の
青

少
年

を
育

成
す

る
。

子
ど

も
の

集
団

お
よ

び
そ

の
活

動
を

支
え

る
指

導
者

、
集

団
を

側
面

か
ら

援
助

す
る

育
成

会
の

三
者

で
構

成
さ

れ
る

。

大
津

市
京

町
4
-
3
-
2
8

　
滋

賀
県

厚
生

会
館

　
子

ど
も

・
青

少
年

局
分

室
内

0
7
7
-
5
2
3
-
5
3
5
3

1
,8

0
3
団

体
7
0
,7

6
4
人

（
2
5
.3

.3
1
）

一
般

社
団

法
人

ガ
ー

ル
ス

カ
ウ

ト
滋

賀
県

連
盟

上
阪

よ
う

子

“
少

女
と

若
い

女
性

の
た

め
の

”
社

会
教

育
運

動
。

キ
ャ

ン
プ

な
ど

の
自

然
体

験
、

国
際

交
流

、
地

域
の

方
と

の
交

流
や

奉
仕

活
動

の
他

、
地

球
規

模
の

課
題

な
ど

に
も

自
分

た
ち

に
で

き
る

身
近

な
こ

と
か

ら
取

り
組

み
、

地
域

の
特

色
を

生
か

し
た

活
動

を
行

っ
て

い
る

。

大
津

市
京

町
4
-
3
-
2
8

　
滋

賀
県

厚
生

会
館

　
子

ど
も

・
青

少
年

局
分

室
内

0
7
7
-
5
2
3
-
1
9
5
0

3
2
団

体
1
,0

3
9
人

（
2
5
.3

.3
1
）

日
本

ボ
ー

イ
ス

カ
ウ

ト
滋

賀
連

盟
峙

　
信

治
野

外
を

活
動

の
場

と
し

て
、

子
ど

も
た

ち
の

自
発

的
参

加
に

よ
り

、
自

主
性

、
自

律
心

を
養

い
、

公
共

奉
仕

な
ど

幅
広

い
活

動
を

行
う

。
ま

た
、

国
際

的
視

野
に

た
つ

青
少

年
の

育
成

を
図

る
た

め
国

際
交

流
を

進
め

る
。

大
津

市
京

町
4
-
3
-
2
8

　
滋

賀
県

厚
生

会
館

　
子

ど
も

・
青

少
年

局
分

室
内

0
7
7
-
5
2
2
-
3
6
8
1
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5
団

体
1
,5

4
1
人

（
2
5
.3

.3
1
）

滋
賀

県
ス

ポ
ー

ツ
少

年
団

中
嶋
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立
定

期
的

な
ス

ポ
ー

ツ
活

動
を

は
じ

め
、

交
流

活
動

、
学

習
活

動
、

社
会

活
動

の
実

践
に

よ
っ

て
、

青
少

年
の

健
や

か
な

“
こ

こ
ろ

”
と

“
か

ら
だ

”
の

育
成

を
図

り
ま

す
。

大
津

市
御

陵
町

４
－

１
滋

賀
県

立
ス

ポ
ー

ツ
会

館
２

階
　

（
公

財
）

滋
賀

県
体

育
協

会
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7
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5
2
1
-
8
0
0
1

1
9
,9

1
2
人

（
2
5
.1

2
.2

7
）

滋
賀

県
青

年
団

体
連

合
会

藤
原

　
麻

美
集

落
や

町
を

単
位

と
し

て
、

地
域

に
居

住
す

る
青

年
で

構
成

さ
れ

る
団

体
で

、
青

年
個

々
の

人
格

の
向

上
と

仲
間

づ
く

り
、

住
み

よ
い

郷
土

づ
く

り
、

世
界

平
和

等
を

め
ざ

す
。

大
津

市
唐

橋
町

2
3
-
3

　
滋

賀
県

青
年

会
館

内
0
7
7
-
5
3
7
-
2
7
5
3

1
5
団

体
（

2
5
.4

.1
）

滋
賀

県
Ｂ

Ｂ
Ｓ

連
盟

西
本

　
敬

太

少
年

た
ち

の
「

兄
」

や
「

姉
」

の
よ

う
な

身
近

な
存

在
と

し
て

、
一

緒
に

遊
ん

だ
り

、
悩

み
の

相
談

に
の

る
な

ど
、

「
同

じ
目

の
高

さ
で

」
接

し
な

が
ら

、
健

や
か

な
成

長
を

側
面

か
ら

援
助

す
る

青
年

ボ
ラ

ン
テ

ィ
ア

活
動

。
活

動
内

容
は

、
と

も
だ

ち
活

動
、

グ
ル

ー
プ

ワ
ー

ク
、

研
さ

ん
活

動
、

非
行

防
止

活
動

。

大
津

市
京

町
3
-
1
-
1

　
大

津
保

護
観

察
所

内
0
7
7
-
5
2
4
-
6
6
8
3

6
3
人

（
2
5
.4

.1
）

電
話

番
号

団
体

名
代

表
者

目
的

・
活

動
内

容
等

連
絡

所
在

地

団
体

数
・

会
員

数
（

年
月

日
現

在
）

電
話

番
号

団
体

名
代

表
者

目
的

・
活

動
内

容
等

連
絡

所
在

地

滋
賀

県
ユ

ー
ス

ホ
ス

テ
ル

協
会

岩
永

　
峯

一
国

内
、

海
外

の
ユ

ー
ス

ホ
ス

テ
ル

を
利

用
し

て
の

旅
行

と
グ

ル
ー

プ
活

動
を

通
じ

、
青

年
の

交
流

の
輪

を
広

げ
る

こ
と

を
目

指
す

。
大

津
市

唐
橋

町
2
3
-
3

　
滋

賀
県

青
年

会
館

内
0
7
7
-
5
3
7
-
2
7
5
3

1
0
4
人

（
2
5
.1

2
.3

1
）

滋
賀

県
モ

ラ
ロ

ジ
ー

協
議

会
青

年
部

野
村

　
正

記

道
徳

の
科

学
的

研
究

と
、

モ
ラ

ロ
ジ

ー
に

基
づ

く
社

会
教

育
活

動
を

行
う

“
ヤ

ン
グ

モ
ラ

ロ
ジ

ア
ン

”
（

青
年

研
究

会
）

グ
ル

ー
プ

で
、

人
生

の
目

的
・

生
き

が
い

・
幸

福
な

ど
を

探
究

し
な

が
ら

、
人

づ
く

り
、

国
づ

く
り

を
全

面
的

に
訴

え
る

“
ニ

ュ
ー

モ
ラ

ル
推

進
運

動
”

の
普

及
実

践
活

動
を

行
う

。

栗
東

市
荒

張
2
2
0
1

0
7
7
-
5
5
9
-
2
2
4
6

8
0
人

（
2
5
.4

.1
）

滋
賀

県
青

年
国

際
交

流
機

構
吉

野
　

欽
哉

国
（

内
閣

府
）

が
実

施
す

る
海

外
派

遣
事

業
に

参
加

し
た

青
年

の
事

後
活

動
団

体
で

、
外

国
青

年
受

入
事

業
を

中
心

に
活

動
し

て
い

る
。

甲
賀

市
甲

南
町

深
川

5
6
-
2
5

0
8
0
-
5
7
0
1
-
1
8
4
8

1
2
8
人

（
2
5
.1

2
）
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��滋賀県子ども条例 

平成18年3月30日 

滋賀県条例第3号 

 

私たちの滋賀は、母なる琵琶湖を抱き山々に囲まれ、豊かな風土、歴史、文化に恵まれた

地であり、多くの人が住み続けたいと思う暮らしやすく活力のある県である。この滋賀の地

において生まれ育つすべての子どもが健やかに成長していくことは、県民すべての願いであ

る。この滋賀の未来に向けて、私たちは、子どもが大きく夢をはぐくみ社会の希望として心

身ともに健全に育てられる環境づくりに取り組んでいかなければならない。 

これまで、私たちは、大人中心に物事を考え、豊かさや便利さを追い求めてきた。その結

果、家庭では、過保護、子どもの虐待など養育力や教育力の低下がみられるようになり、地

域社会では、人間関係や社会意識の希薄化が見受けられ、子どもが安全に安心して育つ場が

失われつつある。また、情報技術の進歩やその普及が、無防備に子どもが有害情報に触れる

機会をもたらし、目的意識を持たない子どもの増加などがニートの問題などを生み出すなど、

子どもに様々な影響を及ぼしている。 

私たち県民は、今こそ、子どもが将来自立した社会の担い手として育つためには、何をな

すべきか、子どもにとって何が幸せかを社会全体で考えていかなければならない。家庭では、

家族の深い愛情と理解によって子どもの豊かな人格を形成するとともに、自立性を培い、地

域社会では、子どもの社会性を養うとともに、地域全体で子どもの安全を守り、育ち学ぶ施

設では、自ら学び、考え、行動する「生きる力」や勤労観を育成することが求められている。

また、県は、子どもの虐待の防止など子どもの人権を保障する取組を進めるとともに、地域

の人々の子どもへの関心を高める施策や子どもの居場所づくりなどの取組を進めなければな

らない。 

私たち県民は、ともに手をとりあって、子どもが人権を尊重され夢を持って健やかに育ち、

子どもを安心して育てることのできる環境づくりに取り組み、滋賀で生まれたことの良さと

滋賀で子どもを生み育てることの良さを実感できる社会である「子どもの世紀」の実現を目

指すことを決意し、この条例を制定する。 

 

(目的) 

第1条 この条例は、子どもが人権を尊重され夢を持って健やかに育ち、子どもを安心して

育てることのできる環境づくり(以下「育ち・育てる環境づくり」という。)について、基本

理念を定め、県等の責務を明らかにするとともに、県の施策の基本となる事項を定め、育

ち・育てる環境づくりのための施策を総合的かつ計画的に推進することにより、もって次

代の社会を担うすべての子どもを健やかにはぐくむ社会の実現に寄与することを目的とす

る。 

(定義) 

第2条 この条例において「子ども」とは、18歳未満の者をいう。 

2 この条例において「育ち学ぶ施設」とは、児童福祉法(昭和22年法律第164号)に規定す

る児童福祉施設および学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する学校その他の施設の

うち、子どもが入所し、通所し、または通学する施設をいう。 

7．滋賀県子ども条例
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(基本理念) 

第3条 育ち・育てる環境づくりは、子どもが愛情深く大切に育てられるとともに、様々な

人々とかかわり、多様な体験をし、および学ぶことにより人間性と能力を豊かにはぐくみ、

自立した社会の担い手として育つことを旨として推進されなければならない。 

2 育ち・育てる環境づくりは、子どもが次代の社会を担う大切な存在であるという認識の

下に、社会全体で子どもを育てるとともに、子どもの成長を支援することを旨として推進

されなければならない。 

3 育ち・育てる環境づくりは、子どもにとって最善の利益が考慮されることを旨として推

進されなければならない。 

(県の責務) 

第4条 県は、前条に定める育ち・育てる環境づくりについての基本理念(以下「基本理念」

という。)にのっとり、育ち・育てる環境づくりに関する基本的かつ総合的な施策を策定し、

および実施するものとする。 

2 県は、前項の施策を推進するに当たっては、国および市町との適切な役割分担を踏まえ

るとともに、相互に速携を図るものとする。 

(保護者の責務) 

第5条 父母、里親その他の保護者(以下「保護者」という。)は、家庭が子どもの育つ基盤で

あり、自らが子育てについて第一義的な責任を有するという認識の下に、基本理念にのっ

とり、深い愛情の中で子どもを健やかに育てなければならない。 

(県民の責務) 

第6条 県民は、子どもが地域住民、地域で様々な活動を行う事業者または団体等とかかわ

りを持ちながらはぐくまれるという認識の下に、基本理念にのっとり、子どもの成長およ

び子育てに関心を持ち、地域社会において、育ち・育てる環境づくりに相互に協力して取

り組むよう努めるとともに、県が実施する育ち・育てる環境づくりに関する施策に協力す

るよう努めなければならない。 

(育ち学ぶ施設の責務) 

第7条 育ち学ぶ施設は、基本理念にのっとり、保護者および地域社会との連携を図りなが

ら、子どもが安心して育ち、学ぶ環境づくりに努めなければならない。 

(大綱の策定) 

第8条 知事は、県、保護者、県民および育ち学ぶ施設が一体となって育ち・育てる環境づ

くりに取り組むための指針として、育ち・育てる環境づくりに関する大綱(以下「大綱」と

いう。)を策定するものとする。 

2 大綱には、次に掲げる事項を定めるものとする。 

(1) 育ち・育てる環境づくりに保護者、県民および育ち学ぶ施設(以下「県民等」という。)

が取り組むに当たっての行動の基本となる指針 

(2) 育ち・育てる環境づくりに関する施策の総合的な推進を図るための指針 

(3) その他育ち・育てる環境づくりの取組に関し必要な事項 

3 知事は、大綱を策定するに当たっては、あらかじめ県民の意見を反映することができる

よう、必要な措置を講ずるものとする。 

4 知事は、大綱を策定したときは、これを公表するものとする。 
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5 前2項の規定は、大綱の変更について準用する。 

(広報活動等) 

第9条 県は、育ち・育てる環境づくりに関する県民等の理解を深めるため、広報活動、情

報の提供、学習機会の提供その他の必要な措置を講ずるものとする。 

(県民等の活動に対する支援) 

第10条 県は、育ち・育てる環境づくりに関する活動への県民等の主体的な参画を促進する

とともに、県民等またはその組織する団体が行う育ち・育てる環境づくりに関する活動に

対して、情報の提供、交流機会の提供その他の必要な支援を行うものとする。 

(市町に対する助言等) 

第11条 県は、市町に対して、育ち・育てる環境づくりに関する施策の策定および実施につ

いて、必要な助言および協力を行うものとする。 

(計画の策定) 

第12条 知事は、子どもの虐待の防止その他の育ち・育てる環境づくりに関し必要となる施

策を計画的に実施するために必要があると認めるときは、当該施策に関する実施計画を策

定するものとする。 

(相談の処理) 

第13条 知事は、子どもの虐待、いじめその他の育ち・育てる環境づくりを推進するに当た

っての各般の問題について、子どもをはじめとする県民等から相談の申出があった場合は、

当該申出の適切な処理を行うものとする。 

2 知事は、前項の申出に係る相談に応じ、必要な調査および助言を行うほか、関係行政機

関への通知その他申出の処理のため必要な措置を講ずるものとする。 

(拠点の整備) 

第14条 県は、県民等による育ち・育てる環境づくりのための活動等を推進するための拠点

を整備するものとする。 

(その他) 

第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 

付 則 

この条例は、平成18年4月1日から施行する。 
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��滋賀県子ども育成大綱 ～子どもの育ち・育てる環境づくりのために～ 

 

Ⅰ 策定の趣旨 

近年、家庭での養育力や教育力の低下、地域社会における人間関係や社会意識の希薄化

が見受けられ、子どもが安全に安心して育つ場が失われつつあります。今こそ、子どもが

将来自立した社会の担い手として育つために、私たちは何をなすべきか、子どもにとって

何が幸せかを社会全体で考えていかなければなりません。 

  すべての子どもが健やかに成長していくことは県民すべての願いであり、子どもが大き

く夢をはぐくみ社会の希望として心身ともに健全に育てられる環境づくりに私たち大人が

取り組めるよう、滋賀県子ども条例に基づき「滋賀県子ども育成大綱」を定め、保護者（家

庭）、県民（地域社会）および育ち学ぶ施設（学校、児童福祉施設）の行動の基本となる指

針、ならびに県の施策の総合的な推進を図るための指針とします。 

 

Ⅱ 基本的な考え方 

 すべての子どもが人権を尊重され夢をもって健やかに育ち、子どもを安心して育てるこ

とのできる環境づくり（＝育ち・育てる環境づくり）を進めていくため、保護者、県民、

育ち学ぶ施設、および県がそれぞれの立場で責任と役割を果たすとともに、一体となって、

総合的な取組を展開します。 

１ （１）保護者： 

家庭が子どもの育つ基盤であり、自らが子育てについて第一義的な責任を

有するという認識の下に、深い愛情の中で子どもを健やかに育てます。 

（２）県民： 

子どもが県民とかかわりを持ちながらはぐくまれるという認識の下に、子

どもの成長および子育てに関心を持ち、地域社会において育ち・育てる環境

づくりに相互に協力して取り組みます。 

（３）育ち学ぶ施設： 

保護者および地域社会と連携を図りながら、子どもが安心して育ち、学ぶ

環境づくりに取り組みます。 

２ 県： 育ち・育てる環境づくりに関する施策を総合的に推進します。 

 

Ⅲ 各主体の取組指針 

１－（１）保護者の行動指針 ～家庭では～ 

子どもは、家庭のなかで、基本的な生活習慣などを身につけます。保護者の生活や行

動様式、考え方は、一つひとつが子どもに大きな影響を及ぼします。保護者には、家族

の絆を大切にし、いつも子どもが見ているという意識を持ちながら、子どもをしっかり

と見守ることが求められます。 

（１）家族の絆を大切にしましょう。 

人を思いやる心、豊かな人間関係をつくる力を子どもが身につけていくために、

家族が互いに信頼し合い、尊敬し合い、思いやりに包まれた家庭をつくっていかな

ければなりません。 

（２）子どもを愛情深く育てましょう。 

子どもを深い愛情の中で育てることにより、子どもは家庭のなかでの存在感を実

8．滋賀県子ども育成大綱　～子どもの育ち・育てる環境づくりのために～
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感します。子どもからの話には、しっかりと耳を傾け、良いことはほめ、悪いこと

はしっかりと叱るという厳しさも必要です。また、心配や悩みなどがないか、日頃

から子どもの様子に目を配ることが大切です。 

（３）子どもの立場を考えた叱り方をしましょう。 

しつけは必要ですが、感情的になって、子どもの心や身体を傷つけるような行き

過ぎた叱り方は、虐待につながるおそれがあります。叱る時には、子どもの立場に

なって考えることが大切です。 

（４）規則正しい生活リズムを身につけさせましょう。 

不規則になりがちな大人の生活が、子どもの成長に影響を及ぼします。大人がし

っかりと意識して、睡眠や食事など規則正しい生活のリズムを子どもに身につけさ

せていくことは、子どもの健やかな成長のために大切です。 

（５）ルールを守る大切さを教えましょう。 

日常の生活を通して、生活や社会のルールを子どもに身につけさせることが重要

です。様々な人と交流する機会を通じて社会のマナーが身についていくことから、

地域の行事や活動などに子どもと一緒に参加することも大切です。 

（６）人権を大切にする心を育てましょう。 

いのちの大切さや思いやりなど、人権を尊重する意識、態度を、家族などの身近

な人とのかかわりのなかで身につけていきます。家族一人ひとりが人権意識を高め

ていかなければなりません。 

（７）様々な危険を理解させ、自ら身を守ることを教えましょう。 

子どもが巻き込まれる犯罪、災害、交通事故などの様々な危険や有害な環境につ

いて、子どもに正しく理解させ、自ら身を守ることを教えるとともに、保護者自身

がしっかりと見守ることが大切です。 

（８）子育ての交流の輪を広げましょう。 

子育て学習会への参加や、育児経験者との交流を通じて子育てに自信を深め、子

育てサークルの活動などでの仲間づくりや仲間同士での助け合いが大切です。 

   

１－（２）県民の行動指針 ～地域社会では～ 

子どもは生まれ育った地域社会、地域の人々から、様々な影響を受け成長します。地

域の大人が、地域や社会のルールをしっかりと子どもに教え、大人自身がルールを守る

態度を示していくことが大切です。地域の人々が互いに思いやり、人権を大切にしなが

ら地域の絆を深め、子どもをしっかりと見守っていく必要があります。 

（１）子育てや子どもの育ちにもっと関心を持ちましょう。 

子どもは社会の宝です。もっと子どもに関心を持ち、温かい気持ちで子育て家庭

を見守りながら、みんなで子育てや子どもの育ちを支援していくことが大切です。 

（２）大人が子どもに手本を示しましょう。 

子どもは大人の行動を見ています。大人自らが日頃の行いや態度で社会のマナー

など正しい手本を子どもに示さなければなりません。 

（３）地域の絆を深めましょう。 

子どもからお年寄りまで、地域の住民がふれあい、互いに助け合えるコミュニテ

ィにしていくことが大切です。 

（４）子どもの安全を見守り、 安心して過ごせる地域づくりに協力しましょう。 
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子どもが地域で安全に、安心して暮らせるよう、子どもをしっかりと見守る地域

づくりが大切です。 

（５）虐待の疑いがあると思ったらすぐ連絡しましょう。 

虐待は、子どもの心や身体を傷つけるだけでなく、生命をも奪ってしまうおそれ

があることから、虐待の疑いがあると思ったら、速やかに市町の窓口や県の子ども

家庭相談センターなどに連絡しましょう。 

（６）子どもの体験活動の場づくりにみんなで取り組みましょう。 

子どもの成長には様々な体験が必要です。子どもが自主的に参加できるよう、地

域で様々な体験活動の場づくりに取り組むことが大切です。 

（７）子育てをしながら安心して働ける職場環境をつくりましょう。 

育児休業などの制度が取得しやすく、子育て期間中の勤務時間の短縮の措置が図

られるなど、仕事と子育てなどの家庭生活のバランスがとれた職場にしていくこと

が大切です。 

 

１－（３）育ち学ぶ施設の行動指針 ～育ちや学びの場では～ 

子どもは、育ち学ぶ施設で基礎的、基本的な知識、技能などを身につけます。育ち学

ぶ施設では、子どもが自ら学び、自ら考え、行動することができるなど「生きる力」を

はぐくみ、保護者や地域と一体となって、 子どもが安心して育ち、学べる環境づくりに

努めることが求められています。 

（１）子どもの確かな学力をはぐくみましょう。   

基礎、基本の徹底を図り、個性を伸ばし、将来、社会で自立できる子どもを育て

ていかなければなりません。 

（２）子どもの豊かな心を育てましょう。 

体験的な学習などを通じて、社会生活上のルールや基本的なモラル、正義感、他

人への思いやりや感動など、豊かな心をもった子どもを育てることが大切です。 

（３）子どもの健康な身体を育てましょう。 

子どもが、たくましく生きるために食育をはじめ、健康な身体や体力を育成して

いかなければなりません。 

（４）子どもの人権意識を育てましょう。 

     人権を正しく理解し、日常の中で人権を尊重した行動ができる子どもを育てるこ

とが大切です。 

  （５）子どもの危険回避能力を育てましょう。 

子どもが、社会の様々な危険から自らを守っていくことができる能力を育ててい

かなければなりません。 

（６）子ども一人ひとりのささいな変化を見逃さない姿勢を大切にしましょう。 

子どものわずかな変化を察知できるよう、日頃の様子や態度に気を配り、子ども

の不安や悩みの解決をはじめ、虐待やいじめなど様々な問題に早期に対応できるよ

う努めていかなければなりません。 

（７）地域に信頼される育ち学ぶ施設となるよう取組を進めましょう。 

保護者や地域住民、他の施設などと連携し、様々な体験活動の実施や、子どもが

安全で安心できる環境づくりに取り組み、信頼される育ち学ぶ施設となるように努

めていかなければなりません。 
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２ 県施策の取組方針 

「育ち・育てる環境づくり」に関する施策を総合的に進めていくため、県は次のこと

に取り組んでいきます。 

（１）子どもの人権を尊重する社会環境を整えていきます。 

   子どもへの虐待の防止やいじめの防止など、子どもの人権を尊重する社会環境づ

くりを進めていきます。 

（２）男女が共に子育てにかかわる社会づくりを進めます。 

   男女が共に子育てにかかわり、子育ての喜びや悩み、責任をわかちあえるように、

男女共同参画社会づくりの取組を進めていきます。 

（３）子どもにとっても暮らしやすいまちづくりを進めます。 

   子どもや子育て中の保護者等、だれもが暮らしやすいまちづくりが推進されるよ

う、ユニバーサルデザインの取組を進めていきます。 

（４）子どもが安心して生活できる安全な地域づくりを進めます。 

   子どもが安心して遊び、学び、生活していけるよう、また保護者も安心して子育

てができるよう、犯罪や事故がなく、安心して健康的な生活ができる地域社会をめ

ざした取組を進めます。 

（５）地域における子育て支援の取組を進めます。 

   子育て家庭が孤立することなく、地域で様々な関わりを持ちながら子育てができ

るよう、地域の力を引きだし、地域における子育て支援機能を高めていきます。 

（６）子どもの体験や社会参加の場をふやしていきます。 

   地域の様々な社会資源（人材、団体、施設、自然環境等）を活かして、体験活動、

社会活動、居場所づくり、遊び場づくりなど、子どもが地域の様々な人や豊かな自

然、多様な文化と関わり合う機会をふやしていきます。 

（７）子どもの「生きる力」をはぐくむ取組を進めます。 

   豊かな人間性、確かな学力、健康と体力をはぐくみ、自立した社会の担い手とし

て育つよう、発達段階に応じて教育環境を整え、子どもが本来持っている力を引き

だしていきます。 

（８）仕事と子育てが両立できる雇用環境づくりを支援していきます。 

   子育てをしながら働き続けることができるなど、子育ての状況に応じて多様な働

き方を実現できる雇用環境づくりを支援していきます。 

（９）困難な状況にいる子どもや家庭を支援していきます。 

   すべての子どもが健やかに成長することができるよう、家庭や学校、地域などに

おいて困難な状況にいる子どもや家庭への支援の取組を進めます。 

（10）県民の意見を施策に反映させ、各主体と協働して取り組みます。 

   育ち・育てる環境づくりに向けて、県民の意見を施策に反映させ、地域の人々、

ＮＰＯ、企業、行政など多様な主体と協働して取組を進めていきます。 
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��滋賀県青少年の健全育成に関する条例 
 

昭和52年12月23日 
滋賀県条例第40号 

 
第１章 総則 

（目的） 

第１条 この条例は、青少年を取り巻く環境の整備を図るとともに、青少年の健全な成長を

阻害するおそれのある行為および環境から青少年を保護し、もつて青少年の健全な育成に

寄与することを目的とする。 

（条例適用上の注意） 

第２条 この条例は、青少年の健全な育成を図るためにのみ適用するものであつて、いやし

くも、これを濫用し、県民の自由と権利を不当に制限するようなことがあつてはならない。 

（定義） 

第３条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めると

ころによる。 

(１) 保護者 親権者、未成年後見人その他の者で青少年を現に監護するものをいう。 

(２) 図書等 書籍、雑誌、ちらしその他の印刷物、図画、写真、フィルムおよび録音テー

プ、ビデオテープ、ビデオディスク、シー・ディー・ロムその他の電磁的記録媒体（電

子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式による記

録に係る記録媒体をいう。以下同じ。）をいう。 

(３) 興行 映画、演劇、演芸その他のみせ物をいう。 

(４) 広告物 看板、立看板、はり紙、はり札その他これらに類するものであつて公衆に表

示されるものをいう。 

(５) がん具等 がん具、刃物（銃砲刀剣類所持等取締法（昭和33年法律第６号）第２条

第２項に定める刀剣類を除く。）その他これらに類するものをいう。 

(６) 自動販売機等 物品の販売または貸付けに従事する者と客とが直接に対面（電気通信

設備を用いて送信された画像によりモニター画面を通して行うものを除く。）をするこ

となく、販売または貸付けをすることができる自動販売機および自動貸出機をいう。 

（保護者の義務） 

第４条 保護者は、青少年を心身ともに健全に育成することが本来の義務であることを自覚

し、健全な家庭環境づくりに努め、青少年を監護し、教育しなければならない。 

（県民の責務） 

第５条 すべて県民は、青少年の健全な成長を阻害するおそれのある行為および環境から青

少年を守るとともに、地域社会において相互に連携する等それぞれの立場において、青少

年の健全育成にふさわしい環境をつくるように努めなければならない。 

（施策の公表） 

第６条 県は、毎年、青少年の健全育成に関する施策の内容を公表するものとする。 

第２章 健全育成に関する施策 

（県の施策） 

第７条 県は、この条例の目的を達成するため、特に次に掲げる事項について必要な施策を

講じるものとする。 

(１) 健全な家庭環境づくりに関する指導および啓もう 

(２) 青少年団体および青少年育成団体等の活動に関する指導および援助 

(３) 青少年の活動の場としての施設の整備および利用の促進 

(４) 社会環境の浄化に関する指導および啓もう 

２ 県は、青少年の健全育成に関し、市町との連携を図るとともに、市町が行う青少年の健

全育成に関する施策との調整に努めるものとする。 

（推奨） 

第８条 知事は、図書等、興行およびがん具等でその内容が青少年の健全な育成を図るうえ

に有益であると認めるものを推奨することができる。 

9．滋賀県青少年の健全育成に関する条例
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（表彰） 

第９条 知事は、次の各号に掲げるものを表彰することができる。 

(１) 青少年を健全に育成するために積極的に活動し、その功績が特に顕著であると認めら

れるもの 

(２) 青少年または青少年団体でその活動が他の模範になると認められるもの 

第３章 健全育成を阻害する行為の規制 

（業者の自主規制） 

第10条 図書等を取り扱い、または興行を主催する者その他この条例の規定の適用を受ける

業者は、県の行う社会環境を浄化するための施策に協力するとともに、相互に協力して自

主的な規制措置を講じることにより、青少年（６歳以上18歳未満の者をいい、婚姻した女

子を除く。以下同じ。）の健全な育成を阻害することのないように努めなければならない。 

（有害図書等の指定） 

第11条 知事は、図書等の内容が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その図書

等を青少年に有害な図書等として指定することができる。 

(１) 次のいずれかに該当し、青少年の健全な育成を阻害するおそれのあるもの 

ア 著しく青少年の性的感情を刺激するもの 

イ 著しく青少年の粗暴性または残虐性を助長するもの 

(２) 前号に掲げるもののほか、著しく青少年の犯罪または自殺を誘発するおそれのあるも

の 

２ 次の各号のいずれかに該当する図書等（内容が主として読者または視聴者の好色的興味

に訴えるものでないと認められるものを除く。）は、前項の規定による指定がない場合で

あつても、青少年に有害な図書等とする。 

(１) 書籍、雑誌またはちらしその他これに類するものであつて、全裸もしくは半裸での卑

わいな姿態または性交もしくはこれに類する性行為を描写し、または撮影した図画また

は写真で規則で定めるものを掲載するページ（表紙を含む。以下同じ。）の数が、20以

上のものまたはページの総数の５分の１以上を占めるもの 

(２) 電磁的記録媒体であつて、全裸もしくは半裸での卑わいな姿態または性交もしくはこ

れに類する性行為を描写した場面で規則で定めるものの時間が合わせて３分を超えるも

のまたは当該場面の数が20以上のもの 

（有害図書等の販売等の制限） 

第11条の２ 図書等を販売し、貸し付け、閲覧させ、または視聴させることを業とする者（以

下「図書等の販売等を業とする者」という。）およびその従業者は、前条第１項の規定に

より指定された図書等または同条第２項の規定により青少年に有害な図書等とされた図書

等（以下「有害図書等」という。）を青少年に販売し、貸し付け、閲覧させ、または視聴

させてはならない。 

（有害図書等の陳列方法等） 

第11条の３ 図書等の販売等を業とする者は、有害図書等を陳列するときは、規則で定める

ところにより、当該有害図書等を有害図書等以外の図書等と区分して店舗内の容易に監視

することができる場所に陳列しなければならず、かつ、青少年が閲覧し、または視聴しな

いよう必要な措置を講じなければならない。 

２ 知事は、図書等の販売等を業とする者が前項の規定に違反していると認めるときは、そ

の者に対し、有害図書等の陳列場所の変更その他必要な措置を執るべきことを勧告するこ

とができる。 

３ 知事は、前項に規定する勧告を受けた者が、その勧告に係る措置を執らなかつたときは、

その者に対し、その勧告に係る措置を執るべきことを命ずることができる。 

（有害図書等の配付等の制限） 

第11条の４ 何人も、有害図書等を青少年に配付してはならない。 

２ 何人も、有害図書等を、青少年が容易に見ることができないようにするための措置を講

じないで、戸別に配布してはならない。 

３ 知事は、前項の措置を講じないで有害図書等を戸別に配布している者があるときは、そ
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の者に対し、当該行為の中止その他必要な措置をとるべきことを命ずることができる。 

（有害興行の制限） 

第12条 知事は、興行の内容が第11条第１項各号のいずれかに該当すると認めるときは、

その興行を青少年に有害な興行として指定することができる。 

２ 興行を主催する者は、前項の規定により指定された興行（以下「有害興行」という。）

を行う時には、その興行を青少年が見、または聞くことができない旨を入口の見やすいと

ころに掲示しなければならない。 

３ 興行を主催する者およびその従業者は、有害興行を青少年に見せ、または聞かせてはな

らない。 

（有害広告物の制限） 

第13条 知事は、広告物の内容が第11条第１項各号のいずれかに該当すると認めるときは、

その広告主または管理者に対して、その広告物の内容の変更または除去を期限を付して命

ずることができる。 

（有害がん具等の制限） 

第14条 知事は、がん具等の形状、構造または機能が次の各号のいずれかに該当すると認め

るときは、そのがん具等を青少年に有害ながん具等として指定することができる。 

(１) 人の生命、身体または財産に危害を及ぼすおそれのあるもの 

(２) 著しく青少年の性的感情を刺激し、その健全な育成を阻害するおそれのあるもの 

２ 専ら性交またはこれに類する性行為に供するがん具等で次の各号のいずれかに該当する

ものは、前項の規定による指定がない場合であつても、青少年に有害ながん具等とする。 

(１) 性器の形状をなし、またはこれに著しく類似するもの 

(２) 性器を包み込み、または性器に挿入する構造をなし、かつ、電動式振動機を内蔵し、

または装着することができる構造を有するもの 

３ がん具等の販売を業とする者およびその従業者は、第１項の規定により指定されたがん

具等または前項の規定により青少年に有害ながん具等とされたがん具等（以下「有害がん

具等」という。）を青少年に販売してはならない。 

（指定の解除） 

第15条 知事は、第11条第１項、第12条第１項および前条第１項の規定による指定をした

場合において、当該指定をした理由がなくなつたと認めるときは、当該指定を解除しなけ

ればならない。 

（審議会への諮問） 

第16条 知事は、次に掲げる場合は、あらかじめ滋賀県社会福祉審議会（次項において「審

議会」という。）の意見を聴かなければならない。ただし、緊急を要すると認めるときは、

この限りでない。 

(１) 第８条の規定による推奨をしようとするとき。 

(２) 第11条第１項の規定による有害な図書等の指定をしようとするとき。 

(３) 第12条第１項の規定による有害な興行の指定をしようとするとき。 

(４) 第13条の規定による広告物の内容の変更または除去を命じようとするとき。 

(５) 第14条第１項の規定による有害ながん具等の指定をしようとするとき。 

(６) 前条の規定による指定の解除をしようとするとき。 

２ 知事は、前項ただし書の規定により審議会の意見を聴かないで推奨し、指定し、命令し、

または解除したときは、次の審議会にその旨を報告しなければならない。 

（告示） 

第17条 知事は、第11条第１項、第12条第１項および第14条第１項の規定により指定し、

または第15条の規定により指定の解除をしたときは、速やかにその旨を滋賀県公報に登載

して告示するものとする。ただし、緊急を要する場合には、関係人にその旨を通知するこ

とにより、その者に関する限り告示がなされたものとみなす。 

（有害遊技の制限） 

第18条 遊技機を設置して遊技をさせることを業とする者（風俗営業等の規制及び業務の適

正化等に関する法律（昭和23年法律第122号）第２条第１項第７号および第８号に規定す
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る営業を営む者を除く。次項において同じ。）およびその管理者は、青少年に射幸心を誘

発するおそれのある遊技機により遊技をさせないように努めなければならない。 

２ 知事は、遊技機の構造および遊技の方法が著しく青少年の射幸心を誘発し、または助長

し、その健全な育成を阻害するおそれがあると認めるときは、その遊技機を設置して遊技

をさせることを業とする者またはその管理者に対して、青少年の立入り禁止または遊技方

法の改善その他必要な措置を命ずることができる。 

（自動販売機による販売等の自主規制） 

第19条 自動販売機による避妊用品または酒類もしくはたばこの販売を業とする者および

これらの販売の用に供する自動販売機を管理する者は、青少年が当該自動販売機からこれ

らを購入しないような措置を講じるように努めなければならない。 

２ 自動販売機による避妊用品の販売を業とする者は、次に掲げる場所または地域にその販

売の用に供する自動販売機を設置しないように努めなければならない。 

(１) 学校その他の教育施設、文化施設、体育施設等およびこれらの周辺 

(２) 遊園地、公園およびこれらの周辺 

(３) 主たる通学路に面した場所 

（自動販売機等の設置の届出等） 

第19条の２ 自動販売機等による図書等またはがん具等の販売または貸付けをしようとす

る者は、販売または貸付けを開始する日の10日前までに、自動販売機等ごとに規則で定め

るところにより、次に掲げる事項を記載した届出書を知事に提出しなければならない。 

(１) 氏名、住所および電話番号（法人にあつては、名称、代表者の氏名、主たる事務所の

所在地および電話番号） 

(２) 自動販売機等の名称、型式および製造番号 

(３) 自動販売機等の設置場所およびその周辺の状況 

(４) 自動販売機等の設置年月日 

(５) 販売または貸付けの開始年月日 

(６) 次条に規定する自動販売機等管理者を置かなければならない場合にあつては、その者

の氏名、住所および電話番号 

２ 前項の規定による届出をした者は、当該届出に係る自動販売機等について、設置場所を

変更しようとするときは10日前までに、同項第１号または第６号に掲げる事項を変更した

ときは変更の日から起算して15日以内に、規則で定めるところにより当該変更に係る事項

を知事に届け出なければならない。 

３ 第１項の規定による届出をした者は、当該届出に係る自動販売機等の使用を廃止したと

きは、その日から起算して15日以内に、規則で定めるところにより、その旨を知事に届け

出なければならない。 

（自動販売機等管理者の設置） 

第19条の３ 自動販売機等による図書等またはがん具等の販売または貸付けを業とする者

（以下「自動販売業者」という。）は、自動販売機等ごとに、当該自動販売機等を管理す

る者（自動販売機等が設置されている場所の存する市町の区域内に住所を有する者に限る。

以下「自動販売機等管理者」という。）を置かなければならない。ただし、次条第４項に

規定する措置が講じられている自動販売機等である場合または自動販売業者が、当該自動

販売機等が設置されている場所の存する市町の区域内に住所（法人にあつては、主たる事

務所）を有する場合は、この限りでない。 

（自動販売機等による販売等の制限） 

第20条 自動販売業者は、これらの販売または貸付けの用に供する自動販売機等の表面の見

やすい箇所に、次に掲げる事項を表示しておかなければならない。ただし、その者の店舗

内または店頭に自動販売機等を設置する場合は、この限りでない。 

(１) 当該自動販売業者の氏名および住所（法人にあつては、名称、代表者の氏名および主

たる事務所の所在地） 

(２) 前条の規定により自動販売機等管理者を置いた場合にあつては、その者の氏名および

住所 
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２ 自動販売業者および自動販売機等管理者ならびにその従業者は、有害図書等または有害

がん具等を自動販売機等に収納してはならない。 

３ 自動販売業者および自動販売機等管理者は、自動販売機等に収納されている図書等また

はがん具等が第11条第１項または第14条第１項の規定による指定を受けたときは、直ち

にこれらの図書等またはがん具等を自動販売機等から撤去しなければならない。 

４ 前２項の規定は、法令の規定により青少年の立入りが禁止されている場所または人が常

駐する店舗、事務所等の内部の容易に監視することができる場所に設置される自動販売機

等には、適用しない。 

（インターネット利用の制限） 

第20条の２ 電気通信設備によるインターネット接続サービスの提供を行うことを業とす

る者および当該事業者のために利用者との契約の締結の媒介、取次ぎまたは代理（以下「媒

介等」という。）を業として行う者は、利用者と契約または契約の締結の媒介等を行う際

には、青少年の利用の有無を確認し、青少年が利用することとなる場合には、青少年の健

全な育成を阻害するおそれがある情報を青少年が閲覧し、または視聴することがないよう、

当該情報を取り除くためのフィルタリング（インターネットを利用して得られる情報につ

いて一定の条件により受信するかどうかを選択することができる仕組みをいう。）の機能

を有するソフトウェア（以下「青少年に有益なソフトウェア」という。）に関する情報そ

の他必要な情報を提供し、青少年に有益なソフトウェアの利用等を推奨するように努めな

ければならない。 

２ インターネットを利用することができる端末設備（以下「端末設備」という。）を公衆

の利用に供する者は、青少年が当該端末設備によりインターネットを利用する場合には、

青少年がインターネットを適正に利用できるように、青少年に有益なソフトウェアを備え

た端末設備の提供その他必要な措置をとるように努めなければならない。 

３ 保護者は、青少年に有益なソフトウェアの利用、インターネットの利用に関する健全な

判断能力の育成その他の適切な方法により、青少年がインターネットを適正に利用できる

ように努めなければならない。 

（質受け等の制限） 

第21条 質屋（質屋営業法（昭和25年法律第158号）第１条第２項に規定する質屋をいう。）

およびその従業者は、青少年から物品を質に取り、金銭を貸し付けてはならない。 

２ 古物商（古物営業法（昭和24年法律第108号）第２条第３項に規定する古物商をいう。）

およびその従業者は、青少年から物品を買い受け、もしくは売却の委託を受け、または青

少年と物品の交換をしてはならない。 

３ 貸金業者（貸金業法（昭和58年法律第32号）第２条第２項に規定する貸金業者をいう。）

およびその従業者は、青少年に金銭を貸し付け（手形の割引、売渡担保その他これらに類

する方法によつて金銭を交付することを含む。）または金銭の貸付けの媒介をしてはなら

ない。 

４ 金属屑回収業者（滋賀県金属屑回収業条例（昭和31年滋賀県条例第58号）第２条第２

項に規定する金属屑回収業者をいう。）およびその従業者は、青少年から金属屑を買い受

け、または売却の委託を受けてはならない。 

５ 前４項の規定は、青少年がその保護者の委託を受け、または同意を得た場合には、これ

を適用しない。 

（深夜外出の制限） 

第22条 保護者は、特別な理由がある場合のほか、深夜（午後11時から午前５時までをい

う。以下同じ。）に青少年を外出させないように努めなければならない。 

２ 何人も、保護者の依頼または承諾その他正当な理由がある場合を除き、深夜に青少年を

連れ出し、または同伴してはならない。 

３ 深夜に営業を営む者およびその従業者は、特別な理由がある場合のほか、深夜に当該営

業に係る施設内または敷地内にいる青少年に対し、帰宅を促すように努めなければならな

い。 

（深夜の営業を行う施設への立入りの制限） 
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第22条の２ 次に掲げる営業を営む者およびその従業者は、深夜において、当該営業に係る

施設に青少年を立ち入らせてはならない。 

(１) 個室を設けて、当該個室において客に専用装置による伴奏音楽等に合わせて歌唱を行

わせる営業 

(２) 設備を設けて、客に主に図書等を閲覧させ、もしくは視聴させ、またはインターネッ

トの利用を行わせる営業 

２ 前項各号に掲げる営業を営む者は、深夜において営業を営む場合は、深夜における青少

年の立入りを禁止する旨を入口の見やすいところに掲示しなければならない。 

（いれずみ等の禁止） 

第23条 何人も、青少年に対していれずみまたはこれに類似するものを施してはならない。 

２ 何人も、青少年に対して勧誘し、または周旋して前項の行為を受けさせてはならない。 

（いん行行為等の禁止） 

第24条 何人も、青少年に対していん行またはわいせつな行為をしてはならない。 

２ 何人も、青少年に対して前項の行為を教え、または見せてはならない。 

（場所の提供等の禁止） 

第25条 何人も、次の各号に掲げる行為が青少年に対してなされ、または青少年がこれらの

行為を行うことを知つて場所を提供し、または周旋してはならない。 

(１) 飲酒または喫煙 

(２) いん行またはわいせつな行為 

(３) 暴行またはとばく 

(４) いれずみまたはこれに類似するものをする行為 

(５) 麻薬、大麻、あへん、覚せい剤または覚せい剤原料の不法な使用 

(６) トルエンならびに酢酸エチル、トルエンまたはメタノールを含有するシンナー、接着

剤および塗料の不健全な使用 

(７) 催眠、めいてい、興奮、幻覚または麻酔等の作用を有する医薬品その他これらの作用

を有するものとして知事が定めるものの不健全な使用 

（立入調査） 

第26条 知事の指定した職員は、この条例の実施のため必要な限度において、営業時間内に

書店、興行場その他この条例の適用を受ける業者の営業所（自動販売機等の設置場所を含

む。）に立ち入り、調査し、または関係人に対して質問し、もしくは資料の提示を求める

ことができる。 

２ 前項の規定により立入調査を行う者は、その身分を示す証明書を携帯し、あらかじめこ

れを関係人に提示しなければならない。 

３ 第１項の規定による立入調査は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならな

い。 

第４章 罰則 

（罰則） 

第27条 第24条第１項の規定に違反した者は、１年以下の懲役または50万円以下の罰金に

処する。 

２ 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。 

(１) 第11条の２の規定に違反した者 

(２) 第11条の３第３項の命令に従わなかつた者 

(３) 第11条の４第１項の規定に違反した者 

(４) 第11条の４第３項の命令に従わなかつた者 

(５) 第12条第３項の規定に違反した者 

(６) 第13条の命令に従わなかつた者 

(７) 第14条第３項の規定に違反した者 

(８) 第20条第２項または第３項の規定に違反した者 

(９) 第22条の２第１項の規定に違反した者 

(10) 第23条の規定に違反した者 
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(11) 第24条第２項の規定に違反した者 

(12) 第25条の規定に違反した者 

３ 第21条第１項から第４項までの規定に違反した者は、20万円以下の罰金に処する。 

４ 次の各号のいずれかに該当する者は、10万円以下の罰金または科料に処する。 

(１) 第12条第２項の規定に違反した者 

(２) 第19条の２第１項または第２項の規定に違反した者または虚偽の届出をした者 

(３) 第20条第１項の規定に違反した者または虚偽の表示をした者 

(４) 第22条第２項の規定に違反した者 

(５) 第22条の２第２項の規定に違反した者 

(６) 第26条第１項の規定による立入りもしくは調査を拒み、妨げ、もしくは忌避し、ま

たは質問に対して虚偽の答弁をし、もしくは資料の提示を拒んだ者 

５ 第11条の２、第12条第３項、第14条第３項、第21条、第22条の２第１項または第23

条から第25条までの規定に違反した者は、当該青少年の年齢を知らないことを理由として、

第１項から第３項までの規定による処罰を免れることができない。ただし、当該青少年の

年齢を知らないことに過失がないときは、この限りでない。 

（両罰規定） 

第28条 法人の代表者または法人もしくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人

または人の業務に関して前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人ま

たは人に対しても同条の罰金刑または科料刑を科する。 

（免責規定） 

第29条 この条例に違反した者が、青少年であるときは、この条例の罰則は適用しない。た

だし、青少年が営業者であつて、その営業に関する場合は、この限りでない。 

第５章 雑則 

（県民からの申出） 

第30条 何人も、第８条の規定による推奨、第11条第１項、第12条第１項もしくは第14

条第１項の規定による指定、第13条もしくは第18条第２項の規定による措置命令または

第15条の規定による指定の解除をすることが適当であると認めるときは、その理由を付し

てその旨を知事に申し出ることができる。 

（委任） 

第31条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。 

付 則 

１ この条例は、昭和53年４月１日から施行する。 

２ この条例による改正前の滋賀県青少年保護条例の規定により行われた処分は、この条例

中これに相当する規定があるときは、この条例によつてなされたものとみなす。 

３ この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 

付 則（昭和58年条例第37号） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

２ この条例による改正後の滋賀県青少年の健全育成に関する条例第21条第３項の規定の

適用については、貸金業の規制等に関する法律（昭和58年法律第32号）附則第３条第１

項の規定に基づき同項に規定する貸金業を営む者は、同条例第21条第３項の貸金業者とみ

なす。 

３ この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 

付 則（昭和59年条例第48号） 

この条例は、昭和60年２月13日から施行する。 

付 則（昭和61年条例第10号抄） 

（施行期日） 

１ この条例は、昭和61年４月１日から施行する。 

付 則（平成４年条例第28号） 

１ この条例は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。 

２ この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 
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付 則（平成７年条例第42号） 

１ この条例は、平成８年４月１日から施行する。ただし、第21条第２項の改正規定は、公

布の日から施行する。 

２ この条例の施行の際現に自動販売機等による図書等またはがん具等の販売または貸付け

を業とする者については、その者を改正後の第19条の２第１項に規定する者とみなして、

同項の規定を適用する。この場合において、同項中「あらかじめ」とあるのは、「滋賀県

青少年の健全育成に関する条例の一部を改正する条例（平成７年滋賀県条例第42号）の施

行の日から起算して１月以内に」とする。 

３ この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 

付 則（平成10年条例第10号） 

１ この条例は、平成10年10月１日から施行する。 

２ この条例の施行の日から平成10年10月10日までの間に、自動販売機等による図書等ま

たはがん具等の販売または貸付けをしようとする場合および改正前の第19条の２第１項

の規定による届出をした者が当該届出に係る自動販売機等について設置場所を変更しよう

とする場合の届出については、なお従前の例による。 

３ この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 

付 則（平成11年条例第44号） 

（施行期日） 

１ この条例は、平成12年４月１日から施行する。ただし、第19条の２に１項を加える改

正規定および次項の規定は、平成12年２月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 改正後の滋賀県青少年の健全育成に関する条例（以下「新条例」という。）第19条の２

第３項の規定は、前項ただし書に規定する日以後使用が廃止される自動販売機等について

適用する。 

３ この条例の施行の際現に自動販売機等による図書等またはがん具等の販売または貸付け

を業とする者に係る新条例第19条の３の規定の適用については、同条中「自動販売機等ご

とに」とあるのは、「自動販売機等ごとに、滋賀県青少年の健全育成に関する条例の一部

を改正する条例（平成11年滋賀県条例第44号）の施行の日から６月以内に」とする。 

４ 前項に規定する者が同項の規定により読み替えて適用される新条例第19条の３の規定

により自動販売機等管理者を置いたときは、新条例第19条の２第１項第６号に掲げる事項

に変更があったものとみなして、同条第２項の規定を適用する。 

５ この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 

付 則（平成12年条例第42号抄） 

（施行期日） 

１ この条例は、平成12年４月１日から施行する。 

付 則（平成12年条例第47号） 

この条例は、平成12年４月１日から施行する。 

付 則（平成12年条例第109号抄） 

この条例は、公布の日から施行する。 

付 則（平成16年条例第13号） 

１ この条例は、平成16年10月１日から施行する。 

２ この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 

付 則（平成16年条例第38号抄） 

１ この条例は、規則で定める日から施行する。 

（平成16年規則第66号で平成17年１月１日から施行） 

付 則（平成19年条例第49号） 

この条例は、公布の日から起算して３月を超えない範囲内において規則で定める日から施

行する。（平成19年規則第71号で平成19年12月19日から施行） 

付 則（平成20年条例第18号） 

この条例は、平成20年10月１日から施行する。 
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10�滋賀県青少年の健全育成に関する条例施行規則 

 

昭和53年３月27日 

滋賀県規則第10号 

  

（趣旨） 

第１条 この規則は、滋賀県青少年の健全育成に関する条例（昭和52年滋賀県条例第

40号。以下「条例」という。）の施行に関し必要な事項を定めるものとする。 

（用語） 

第１条の２ この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例による。 

（指定および命令の基準） 

第２条 条例第８条の規定による推奨、条例第11条第１項、第12条第１項および第

14条第１項の規定による指定ならびに第13条の規定による措置命令の認定基準は、

別に定めるところによる。 

２ 条例第11条第２項第１号に規定する規則で定めるものは、次の各号のいずれかに

該当するものを描写し、または撮影した図画または写真（陰部を覆い、ぼかし、また

は塗りつぶしたものを含む。）とする。 

(１) 全裸または半裸での卑わいな姿態で、次のアからカまでのいずれかに該当する

もの 

ア 大たい部を開いた姿態 

イ 陰部、でん部または女性の胸部を誇示した姿態 

ウ 自慰の姿態 

エ 愛ぶの姿態 

オ 排せつの姿態 

カ 緊縛の姿態 

(２) 性交またはこれらに類する性行為で、次のアからエまでのいずれかに該当する

もの 

ア 男女間の性交または性交を連想させる行為 

イ ごうかんその他のりよう辱行為 

ウ 同性間の性行為 

エ 変態性欲に基づく行為 

３ 条例第11条第２項第２号に規定する規則で定めるものは、前項各号のいずれかに

該当するものを描写した場面（陰部を覆い、ぼかし、または塗りつぶしたものを含む。）

とする。 

（有害図書等の陳列方法等） 

第２条の２ 条例第11条の３第１項の有害図書等の陳列の方法等は、次の各号のいず

れかに該当する措置を講じて、店舗内の図書等の販売等を業とする者またはその従業

者が常駐する場所から容易に監視することができる場所に陳列し、かつ、容易に判読

できる大きさの文字で、青少年が購入し、借り受け、閲覧し、または視聴することが

できない旨を有害図書等を陳列する場所の見やすい箇所に掲示することとする。 

10．滋賀県青少年の健全育成に関する条例施行規則
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(１) 間仕切り等により仕切られた場所で、かつ、内部を容易に見通すことができな

い措置が講じられた場所に有害図書等を陳列すること。 

(２) 有害図書等以外の図書等を陳列する棚と60センチメートル以上離れた棚に、

有害図書等をまとめて陳列すること。ただし、有害図書等を陳列する棚を、有害図

書等以外の図書等を陳列する棚の背面に設置する場合を除く。 

(３) 有害図書等から10センチメートル以上張り出す仕切り板（透視できない材質

のものとする。）を設け、当該仕切り板と仕切り板の間に、有害図書等をまとめて

陳列すること。 

(４) 床面から150センチメートル以上の高さの位置に、背表紙のみが見えるように

して、有害図書等をまとめて陳列すること。 

(５) 図書等を販売し、または貸し付けることを業とする者が、前各号に掲げる措置

を講ずることが困難な場合は、ビニール包装、ひも掛けその他の方法により、容易

に閲覧できない状態にしてまとめて陳列すること。 

（有害興行の制限の掲示） 

第３条 条例第12条第２項の規定による青少年が見、または聞くことができない旨の

掲示は、別記様式第１号によるものとする。 

（指定等の告示または通知） 

第４条 条例第17条の規定による告示は、指定または指定解除をしようとするものの

種類および名称ならびに指定または指定解除の年月日および理由その他必要な事項

を記載して行わなければならない。 

２ 条例第17条ただし書の規定による通知は、前項に規定する事項を記載した通知書

を交付することによつて行う。 

（自動販売機等設置届出書等） 

第５条 条例第19条の２第１項に規定する届出書は、自動販売機等設置届出書（別記

様式第２号）によるものとする。 

２ 前項の自動販売機等設置届出書には、次に掲げる書類を添付するものとする。 

(１) 条例第19条の３に規定する自動販売機等管理者を置かなければならない場合

にあつては、当該自動販売機等管理者の住民票記載事項証明書および当該自動販売

機等管理者が自動販売機等を管理する権限を有し、かつ、自動販売機等管理者とな

ることを承諾していることを証する書類の写し 

(２) 条例第19条の３ただし書に規定する場合（自動販売機等が条例第20条第４項

に規定する措置が講じられている自動販売機等である場合を除く。）にあつては、

自動販売業者の住民票記載事項証明書（法人にあつては、登記事項証明書） 

３ 条例第19条の２第２項の規定による届出は、自動販売機等変更届出書（別記様式

第３号）により行うものとする。 

４ 第２項の規定は、条例第19条の２第１項第３号の自動販売機等の設置場所を変更

しようとし、または同項第１号もしくは第６号に掲げる事項（電話番号を除く。）を

変更した場合における前項の自動販売機等変更届出書について準用する。 

５ 条例第19条の２第３項の規定による届出は、自動販売機等廃止届出書（別記様式

第４号）によるものとする。 
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（深夜の営業を行う施設への立入りの制限の掲示） 

第５条の２ 条例第22条の２第２項の規定による深夜における青少年の立入りを禁止

する旨の掲示は、別記様式第４号の２によるものとする。 

（立入調査する職員の指定） 

第６条 条例第26条第１項に規定する職員は、次に掲げる者のうちから知事が指定す

る。 

(１) 健康福祉部子ども・青少年局の職員 

(２) 子ども家庭相談センターの職員 

(３) 健康福祉事務所の職員 

(４) 教育委員会事務局学校教育課の職員および県立学校の生徒指導担当教職員 

(５) 警察本部生活安全部少年課または警察署の生活安全課の職員 

(６) その他特に必要と認める職員 

（立入調査員の証明書） 

第７条 条例第26条第２項に規定する証明書は、別記様式第５号によるものとする。 

付 則 

１ この規則は、昭和53年４月１日から施行する。 

２ 滋賀県青少年保護条例施行規則（昭和39年滋賀県規則第24号）は、廃止する。 

付 則（昭和53年規則第21号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

付 則（昭和58年規則第68号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

付 則（昭和59年規則第31号） 

この規則は、昭和59年４月１日から施行する。 

付 則（平成元年規則第46号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

付 則（平成３年規則第24号抄） 

（施行期日） 

１ この規則は、公布の日から施行する。 

付 則（平成４年規則第39号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

付 則（平成６年規則第66号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

付 則（平成７年規則第95号） 

この規則は、平成８年４月１日から施行する。 

付 則（平成10年規則第13号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

付 則（平成10年規則第33号抄） 

１ この規則は、公布の日から施行する。 

付 則（平成10年規則第61号） 

１ この規則は、平成10年11月１日から施行する。 
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２ この規則の施行の際現にある関係規則に規定する様式による用紙は、当分の間、所

要の調整を加えて、これを使用することができる。 

付 則（平成11年規則第30号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

付 則（平成11年規則第80号） 

１ この規則は、平成12年４月１日から施行する。ただし、第５条の見出しの改正規

定、同条に２項を加える改正規定（同条第５項に係る部分に限る。）、第７条の改正

規定および別記様式第４号を別記様式第５号とし、別記様式第３号の次に１様式を加

える改正規定は、同年２月１日から施行する。 

２ この規則の施行の際現にある改正前の第５条第１項に定める様式による用紙は、当

分の間、所要の調整を加えて使用することができる。 

付 則（平成12年規則第８号） 

この規則は、平成12年４月１日から施行する。 

付 則（平成12年規則第141号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

付 則（平成13年規則第77号） 

１ この規則は、公布の日から施行する。 

２ この規則の施行の際現にある改正前の滋賀県青少年の健全育成に関する条例施行

規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができ

る。 

付 則（平成15年規則第43号抄） 

（施行期日） 

１ この規則は、公布の日から施行する。 

付 則（平成16年規則第11号） 

この規則は、平成16年10月１日から施行する。 

付 則（平成17年規則第24号抄） 

１ この規則は、公布の日から施行する。 

付 則（平成17年規則第31号抄） 

１ この規則は、公布の日から施行する。 

付 則（平成19年規則第21号抄） 

（施行期日） 

１ この規則は、公布の日から施行する。 

付 則（平成20年規則第62号） 

この規則は、平成20年10月１日から施行する。 

  付 則（平成21年規則第23号抄） 

 

 別記様式 省略 
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11�滋賀県子ども・青少年施策推進本部設置規程 

 

平成19年５月２日滋賀県訓令第45号・滋賀県教育委員会教育長訓令第16号・滋賀

県警察本部訓令第23号 

 

改正 

平成19年12月22日訓令第58号・教育委員会教育長訓令第23号・警察本部訓令第38号 

平成20年 ４月 １日訓令第11号・教育委員会教育長訓令第14号・警察本部訓令第16号 

平成21年 ４月 １日訓令第12号・教育委員会教育長訓令第９号・警察本部訓令第14号 

平成22年 ４月 １日訓令第7号・教育委員会教育長訓令第７号・警察本部訓令第12号 

平成23年 ４月 １日訓令第11号・教育委員会教育長訓令第11号・警察本部訓令第16号 

平成23年 7月26日訓令第51号・教育委員会教育長訓令第24号・警察本部訓令第31号 

平成24年 ４月 １日訓令第11号・教育委員会教育長訓令第６号・警察本部訓令第10号 

平成25年 ４月 １日訓令第７号・教育委員会教育長訓令第８号・警察本部訓令第13号 

 

 

 

滋賀県子ども・青少年施策推進本部設置規程 

滋賀県子ども・青少年施策推進本部設置規程を次のように定める。 

（設置） 

第１条 子ども・青少年育成および少子化対策を総合的かつ有機的に推進するため、滋

賀県子ども・青少年施策推進本部（以下「推進本部」という。）を設置する。 

（所掌事務） 

第２条 推進本部の所掌事務は、次に掲げるとおりとする。 

(１) 子ども・青少年育成および少子化対策の推進に関する基本的かつ総合的な事項

に関すること。 

(２) 子ども・青少年育成および少子化対策の推進に係る関係行政機関との連絡調整

に関すること。 

(３) その他子ども・青少年育成および少子化対策の推進について必要な事項に関す

ること。 

（構成） 

第３条 推進本部の構成員は、次に掲げるとおりとする。 

(１) 本部長 

(２) 副本部長 

(３) 本部員 

(４) 幹事 

(５) 連絡員 

２ 本部長は、副知事をもって充てる。 

３ 副本部長は、健康福祉部長の職にある者をもって充てる。 

４ 本部員は、別表第１に掲げる職にある者をもって充てる。 

５ 幹事は、別表第２に掲げる職にある者をもって充てる。 

11．滋賀県子ども・青少年施策推進本部設置規程
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６ 本部長は、前２項に定めるもののほか、必要と認める者を本部員または幹事に命じ、

または委嘱することができる。 

７ 連絡員は、幹事がその属する課または機関の職員のうちから推薦する者をもって充

てる。 

（構成員の職務） 

第４条 本部長は、推進本部の事務を統轄する。 

２ 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故あるとき、または本部長が欠けたとき

は、その職務を代理する。 

３ 本部員は、それぞれの職務に応じて所掌事務を行う。 

４ 幹事は、それぞれの職務に応じて本部員を補佐し、所掌事務を行う。 

５ 連絡員は、それぞれの職務に応じて、幹事を補佐し、上司の命を受けて所掌事務を

行う。 

（会議） 

第５条 推進本部の会議は、本部員会議、幹事会議および連絡員会議とする。 

２ 本部員会議は、本部長、副本部長および本部員で構成し、本部長が招集し、第２条

に規定する事項について審議決定する。 

３ 幹事会議は、幹事で構成し、健康福祉部子ども・青少年局長の職にある幹事が招集

し、第２条に規定する事項を協議する。 

４ 連絡員会議は、健康福祉部子ども・青少年局副局長の職にある幹事および連絡員で

構成し、健康福祉部子ども・青少年局副局長の職にある幹事が招集し、第２条に規定

する事項の協議に必要な事務を行う。 

（事務局） 

第６条 推進本部の事務を処理するため、健康福祉部子ども・青少年局に事務局を置く。 

（その他） 

第７条 この規程に定めるもののほか、推進本部について必要な事項は、本部長が定め

る。 

付 則 

１ この訓令は、平成19年５月５日から施行する。 

２ 次に掲げる訓令は、廃止する。 

(１) 滋賀県青少年・子ども育成推進本部設置規程（昭和45年滋賀県訓令第５号、

滋賀県教育委員会教育長訓令第１号、滋賀県警察本部訓令第５号） 

(２) 滋賀県少子化対策推進本部設置規程（平成13年滋賀県訓令第45号、滋賀県教

育委員会教育長訓令第21号、滋賀県警察本部訓令第19号） 

付 則（平成19年訓令第58号・教育長訓令第23号・警本訓令第38号） 

この訓令は、平成19年12月22日から施行する。 

付 則（平成20年訓令第11号・教育長訓令第14号・警本訓令第16号） 

この訓令は、平成20年４月１日から施行する。 

付 則（平成21年訓令第12号・教育長訓令第９号・警本訓令第14号） 

この訓令は、平成21年４月１日から施行する。 

付 則（平成22年訓令第７号・教育長訓令第７号・警本訓令第12号） 
この訓令は、平成 22 年４月１日から施行する。 
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付 則（平成 23 年訓令第 11 号・教育長訓令第 11 号・警本訓令第 16 号） 

 この訓令は、平成 23 年４月１日から施行する。 

     付 則（平成 23 年訓令第 51 号・教育長訓令第 24 号・警本訓令第 31 号） 

 この訓令は、平成 23 年７月 26 日から施行する。 

付 則（平成 24 年訓令第 11 号・教育長訓令第６号・警本訓令第 10 号） 

 この訓令は、平成 24 年４月１日から施行する。 

付 則（平成 25 年訓令第７号・教育長訓令第８号・警本訓令第 13 号） 

 この訓令は、平成 25 年４月１日から施行する。 
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別表第１（第３条関係） 

総合政策部長 

総務部長 

琵琶湖環境部長 

商工観光労働部長 

農政水産部長 

土木交通部長 

教育委員会教育長 

警察本部長 

 

別表第２（第３条関係） 

知事直轄組織 管理監（広報課長事務取扱） 

総合政策部 

 

 

 

 

企画調整課長 

県民活動生活課長    

文化振興課長        

男女共同参画課長    

人権施策推進課長    

総務部 

 

 

総務課長 

人事課長 

自治振興課長 

琵琶湖環境部 

 

環境政策課長 

森林政策課長 

健康福祉部 

 

 

 

 

 

 

健康福祉政策課長 

健康長寿課長 

医療福祉推進課長 

障害福祉課長 

医務薬務課長 

子ども・青少年局長 

子ども・青少年局副局長 

商工観光労働部 

 

 

 

商工政策課長 

中小企業支援課長 

労働雇用政策課長 

観光交流局副局長 

農政水産部 

 

農政課長 

農業経営課長 

土木交通部 

 

 

 

監理課長 

交通政策課長 

都市計画課長 

住宅課長 

教育委員会事務局 

 

 

 

 

教育総務課長 

学校支援課長 

学校教育課長 

人権教育課長 

生涯学習課長 

スポーツ健康課長 

警察本部 

 

生活安全企画課長 

少年課長 

健康福祉事務所 所長 
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12���法令による青少年の呼称および年齢区分

法　令　名　称 年　　齢　　区　　分

児 童 の 権 利 に
18歳未満の者

呼　称　等

児 童
児 権 利
関 す る 条 約

18歳未満の者

少 年 法 20歳未満の者

刑 法 満14歳

児 童 18歳未満の者

乳 児 １歳未満の者

幼 児 １歳から小学校就学の始期に達するまでの者

少 年 小学校就学の始期から18歳に達するまでの者

児 童 虐 待 の 防 止

少 年

刑事責任年齢

児 童

児 童 福 祉 法

児 童 虐 待 の 防 止
等 に 関 す る 法 律

18歳未満の者

18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者

子どものうち小学校就学の始期に達するまでの者

就学前の子どもに関する
教育、保育等の総合的な
提供の推進に関する法律

小学校就学の始期に達するまでの者

６歳に達した日の翌日以後における最初の学年の初めから、
12歳に達した日の属する学年の終わりまでの者

学 齢 児 童

子 ど も

小学校就学前
子 ど も

児 童

子 ど も
子 ど も ・ 子 育 て
支 援 法

12歳に達した日の属する学年の終わりまでの者

小学校（または特別支援学校の小学部）の課程を修了した日
の翌日以後における最初の学年の初めから、15歳に達した
日の属する学年の終わりまでの者

20歳未満の者

男　満18歳　　未成年者は、父母の同意を得なければ

女　満16歳　　ならない。

15歳未満の者（例外あり）

18歳未満の者

婚 姻 適 齢

学 齢 生 徒

未 成 年 者

学 校 教 育 法

民 法

年 少 者

児 童

労 働 基 準 法 18歳未満の者

民法上の未成年者

６歳未満の者

６歳以上13歳未満の者

20歳未満の者

18歳未満の者

幼 児

児 童

大型免許を与
え な い 者

普通免許、大型
特 殊 免 許 及 び
牽 引 免 許 を

道 路 交 通 法

年 少 者

未 成 年 者

労 働 基 準 法

16歳未満の者

子どもの読書活動の
推 進 に 関 す る 法 律

おおむね18歳以下の者

未成年者喫煙禁止法 20歳未満の者

未成年者飲酒禁止法 20歳未満の者

未 成 年 者

子 ど も

牽 引 免 許 を
与 え な い 者
普通二輪免許、
小 型 特 殊 免 許
及び原付免許を
与 え な い 者

未 成 年 者

風 俗 営 業 等 の 規 制
及 び 業 務 の 適 正 化
等 に 関 す る 法 律

18歳未満の者

児童買春、児童ポルノ
に 係 る 行 為 等 の 処 罰
及 び 児 童 の 保 護 等
に 関 す る 法 律

18歳未満の者

イ ン タ ー ネ ッ ト 異 性
紹 介 事 業 を 利 用 し て
児童を誘引する行為の

18歳未満の者

年 少 者

児 童

児 童

規 制 等 に 関 す る 法 律
青 少 年 が 安 全 に 安 心
し て イ ン タ ー ネ ッ ト
を 利 用 で き る 環 境 の
整 備 等 に 関 す る 法 律

18歳未満の者

滋 賀 県 子 ど も 条 例 18歳未満の者

滋 賀 県 青 少 年
健 全 育 成 条 例

６歳以上18歳未満の者（婚姻により成年に達したものとみ
なされる者を除く。）

青 少 年

青 少 年

子 ど も

12．各種法令による青少年の呼称および年齢区分
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��．���・��関係行政の�革 
 
年代 年 月 滋 賀 県 関 係 国  関  係 

 

   

昭 

 

 

和 

 

 

二 

 

 

十 

 

 

年 

 

 

代 

 

23． 

 

24．５ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28．10 

 

 

29．６ 

 

中央児童相談所設置 

 

滋賀大学創立 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

滋賀県青少年問題協議会設置 

 

 

滋賀会館開所 

22．12 児童福祉法公布 

23．７ 少年法公布 

  10 風俗営業等取締法公布 

24．６ 社会教育法公布 

  ６ 中央青少年問題対策審議会設置 

  11 第１回青少年保護育成運動 

    （40年まで） 

    12 少年法一部改正公布 

25．４ 中央青少年問題協議会設置 

  ５ 保護司法公布 

26．５ 児童憲章制定 

  ６ 覚せい剤取締法公布 

  ７ 第１回社会を明るくする運動実施 

28．７ 青少年問題協議会設置法公布 

  11 中央青協「精紳薄弱児対策」意見具 

    申 

29．３ 婦人少年室協助員制度発足 

    中央青協「青少年覚せい剤問題対策」

    決定 

 

 

昭 

 

 

和 

 

 

三 

 

 

十 

 

 

年 

 

 

代 

 

 

31．４ 

 

 

 

 

 

 

 

 

34．６ 

 

 

 

 

 

36．３ 

 

 

 

 

38．４ 

  ７ 

 

39．４ 

 

 

滋賀県立短期大学創立 

 

 

 

 

 

 

 

 

滋賀県青年の家、大津市月の輪に竣

工 

 

 

 

 

滋賀県立琵琶湖文化館開所 

 

 

 

 

大津少年センター設置 

県立柳ヶ崎ヨットハーバー開設 

 

滋賀県青少年保護条例制定 

30．５ 中央青協「有害出版物、映画等対策」

    決定 

31．５ 売春防止法公布 

    第１回青少年白書発表 

32．５ 中央青協「勤労青少年教育対策」意 

    見具申 

  ６ 旅館業法一部改正（学校周辺の旅館 

    営業規制） 

33．３ 銃砲刀剣類所持等取締法公布 

  ８ 中央青協「喫茶店の深夜営業対策」 

    の意見具申 

34．２ 風俗営業法一部改正（深夜喫茶店規 

    制対象） 

  ７ 最低賃金法施行 

    10 第１回青年海外派遣開始 

35．12 中央青協「青少年の非行防止・勤労 

    青少年対策」意見具申 

36．４ 中央青協「青少年のスポーツ振興」 

    意見具申 

37．４ 少年補導員制度採用 

  ７ 中央青協「青年の家、ユース・ホス 

    テルの整備充実」意見具申 

38．７ 中央青協「少年の非行集団対策」決 

    定 

 

39．４ 少年補導センター運営補助 

  ５ 風俗営業法一部改正（深夜営業の取 

    締強化） 

  ９ 臨時行政調査会「青少年行政の改革 

    に関する意見」答申 

13．子ども・若者関係行政の沿革
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年代 年 月 滋 賀 県 関 係 国  関  係 

 

 

昭 

 

 

和 

 

 

四 

 

 

十 

 

 

年 

 

 

代 

40．４ 

 

    12 

41．４ 

 

 

 

 

  ５ 

    ７ 

 

 

 

42．３ 

 

43．４ 

 

44．11 

 

 

45． 

  ３ 

    10 

    10 

46． 

    ４ 

    ４ 

47． 

彦根市青少年指導センター設置 

 

「家庭の日」設置 

八日市・神崎少年補導センター設置

 

 

 

 

滋賀県青少年育成県民会議結成 

青少年湖畔レクリエーションセンタ

ー開所 

 

 

滋賀県青年会館開所 

 

厚生部内に青少年対策室新設 

 

滋賀青年の船事業始まる 

 

 

滋賀県青年海外派遣研修事業始まる

「滋賀県青少年対策本部」設置 

近江風土記の丘開所 

滋賀県立体育館開館 

希望が丘青年の城開所 

企画部内に青少年対策室移管 

県立琵琶湖漕艇場開所 

希望が丘文化公園開所 

「あすをきずく滋賀県青少年１万人

のつどい」事業実施 

40．２ 中央青協「青年海外派遣事業の改善」

    決定 

  ８ 同和対策審議会答申 

41．４ 「青少年問題協議会設置法」を「青 

    少年問題審議会及び地方青少年問題 

    協議会設置法」に改正（中央青少年 

    問題協議会を廃止し、青少年問題審 

    議会を設置） 

  ５ 青少年育成国民会議設立 

  ７ 青問審「当面の青少年対策の重点」 

    答申 

    風俗営業法一部改正（トルコ風呂営 

    業の地域規制） 

42．７ 青問審「青少年施設整備・国際交流」

    意見具申 

43．１ 第１回青年の船出航 

  ６ 総理府青少年対策本部設置 

44．７ 同和対策事業特別措置法施行 

  ９ 青問審「余暇活動指導者の養成確保」

    意見具申 

45．５ 勤労青少年福祉法公布 

  ５ 青問審「都市化の進展と青少年対策」

    意見具申 

 

46．12 青問審「青少年国際交流」意見具申 

 

 

47．６ 青問審「青少年行政施策の基本的考 

    え方」答申 

    毒劇物法一部改正（シンナー等の規 

    制） 

  ７ 風俗営業法一部改正 

    （モーテル営業の地域規制） 

 

昭 

 

 

和 

 

 

五 

 

 

十 

 

 

年 

 

 

代 

 

50． 

51．４ 

  ６ 

52． 

   12 

 

53． 

  ６ 

 

 

 

    ８ 

 

54．７ 

 

 

 

 

県立営農大学校設置 

教育委員会に青少年課を新設 

県立荒神山少年自然の家開所 

農業青年海外派遣事業開始 

「滋賀県青少年の健全育成に関する

 条例」公布 

彦根児童相談所開所 

滋賀県青年会館改築 

 

 

 

滋賀青年の船第10回記念 滋賀県青

年洋上セミナー実施（マニラ、那覇）

万引等少年非行防止対策連絡協議会

組織 

 

 

 

        善行青少年表彰制度創設 

 

        国際交流実施状況調査 

 

 

 

53．５ 道交法一部改正（共同危険行為の禁 

        止） 

  ６ 青問審「青少年と社会参加」意見具 

        申・中間まとめ 

  ６ 国際児童年事業推進会議設置 

  11 「全国青少年健全育成強調月間」を 

        定める 

54．   国際児童年 

  ７ 「青少年を非行からまもる全国強調 

        月間」を定める 

  ７ 青問審「青少年と社会参加」意見具 

        申 



－ 202 － － 203 －

年代 年 月 滋 賀 県 関 係 国  関  係 

 

 

昭 

 

 

和 

 

 

五 

 

 

十 

 

 

年 

 

 

代 

 

55．７ 

  ８ 

 

 

 

57． 

  ８ 

 

  10 

58． 

   ７ 

 

    ８ 

 

    ８ 

59． 

 

 

   １ 

 

    ３ 

 

    ３ 

 

  ４ 

 

  ８ 

    ８ 

滋賀県立図書館新築 

近畿青年洋上大学事業始まる 

 

 

 

少年アドバイスルーム設置 

「滋賀県薬物乱用対策推進本部」設

置 

「滋賀県障害者対策長期構想」策定

初発型非行防止対策事業実施 

「びわこ一周愛のキャラバン隊」編

成 

びわ湖フローティングスクール「湖

の子」就航 

近畿洋上大学を幹事県として実施 

「有害図書自動販売機撤去運動」を

展開 

「あゆっ子相談事業」を開始 

「滋賀県シンナー等乱用防止のため

の販売等指導要綱」施行 

青問協「青少年の生育環境調査」実

施 

「滋賀の青少年」（青少年白書）発

行 

開始 

青少年課と社会教育課を合併して青

少年社会教育課となる 

滋賀県立近代美術館開設 

県立スポーツ会館開館 

 

 

56．  国際障害者年 

  ６ 青問審「青少年問題に関する提言」 

        中間答申 

57．６ 青問審「問題行動への対応」答申 

 

 

 

 

 

 

 

 

58．12 総務庁設置法公布 

 

 

 

 

 

59．３ 国際青年事業推進会議設置 

 

 

 

 

  ７ 総理府青少年対策本部から総務庁青 

        少年対策本部に組織変更 

  ８ 風俗営業等の規制及び業務の適正化 

        等に関する法律公布（風俗営業等取 

        締法大幅改正） 

 

  

昭 

 

 

和 

 

 

六 

 

 

十 

 

 

年 

 

 

代 

60．３ 

 

    ３ 

 

 

    ９ 

  10 

 

 

61．３ 

 

    ４ 

62．９ 

 

63．４ 

 

  ６ 

 

 

  10 

 

青対本部「青少年の意識と行動等に

関する調査」実施 

青問協「滋賀県における『青少年育

成長期構想』（仮称）の策定につい

て」 

意見具申 

21世紀青年委員会設置 

知事「滋賀県における青少年を健全

に育成するための長期的・基本的方

策について」諮問 

青対本部「家庭教育の基盤に関する

調査」実施 

子育てレインボー計画策定 

青対本部「青少年の性意識・性行動

等に関する調査」実施 

各県事務所に青少年育成専門指導員

配置 

青問協「滋賀県における青少年を健

全に育成するための長期的な方策に

ついて」答申 

アクティユースプラン－滋賀県青少

60．  国際青年年 

  ２ 風俗営業等の規制及び業務の適正化 

    等に関する法律施行 

 

  ７ 国際青年年中央記念式典を開催 

    国際青年の村を開催 

 

  11 中央青年フォーラムを開催 

 

61．12 青問審「21世紀に向けての青少年の 

        健全育成の在り方」（意見具申） 



－ 202 － － 203 －

年代 年 月 滋 賀 県 関 係 国  関  係 

  12 年育成長期構想－策定 

第20回記念洋上滋賀青年の船実施 

 中国・韓国 

 

 

平 

 

 

成 

 

 

元 

 

 

年 

 

 

代 

元．３ 

 

 

  ４ 

 

 

  ４ 

 

    ７ 

 

 

 

 

 

 

２．３ 

 

３．３ 

 

    ３ 

 

４．３ 

 

 

 

    ４ 

 

    ６ 

    ９ 

５．11 

６．７ 

 

    ７ 

 

７．４ 

  10 

 

 

８．10 

 

 

９．２ 

 

  10 

 

 

青対本部「勤労青少年の職業観余暇

観、その他生活意識等に関する調査」

実施 

青少年社会教育課を生涯学習課と改

称し、課内室として青少年対策室を

配置 

少年補導センターに無職少年対策指

導員を配置 

アクティユースフォーラムを彦根市

で開催 

 

 

 

 

 

青対本部「青少年の意識と行動に関

する調査」実施 

青対本部「小学生の生活体験等に関

する調査」実施 

アクティユースプラン実践事例集作

成 

アクティユースプラン実践事例集Ⅱ

作成 

青対本部「思春期の子をもつ親の意

識調査」実施 

「滋賀県青少年の健全育成に関する

条例」一部改正（罰金額の増額） 

滋賀県立長浜ドーム開設 

滋賀県立長浜ドーム宿泊研修館設置

青少年健全育成中央フォーラム開催

「青少年等の意識と行動等に関する

調査」実施 

「家庭の日」推進ハートフォーラム

開催 

滋賀県立大学の開設 

「滋賀県青少年の健全育成に関する

条例」一部改正（包括指定方式の導

入） 

「滋賀県テレフォンクラブ等営業の

規制に関する条例」制定 

県立琵琶湖博物館開館 

滋賀県長期構想「新・湖国ストーリ

ー2010」策定 

滋賀県子育て支援総合計画「淡海エ

ンゼルプラン」策定 

 

 

 

元．１ 世界青年の船事業開始（１月～３月）

 

 

 

 

 

 

   ６ 青問審「総合的な青少年対策の実現 

        をめざして」意見具申 

  ９ 従来の「非行防止対策推進連絡会議」

        に替え、「青少年対策推進会議」を 

        設置、同会議において「青少年対策 

        推進要綱」を申し合わせ。 

 

 

 

 

３．  青少審答申「青少年の無気力・引き 

        こもり等の問題動向への基本的な対 

        応方策」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６．  国際家族年 

  ４ 児童の権利に関する条約を批准 

 

 

７．  非行等問題行動対策関係省庁連絡会 

    議「深刻ないじめ対応」 

    学校週５日制月２回実施 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



－ 204 － － 205 －

年代 年 月 滋 賀 県 関 係 国  関  係 

 

 

平 

 

 

成 

 

 

十 

 

 

年 

 

 

代 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10．３ 

 

 

  ３ 

 

  ８ 

  ９ 

 

 

11．12 

 

 

 

 

 

12．３ 

 

 

 

 

 

 

13．４ 

 

 

 

 

   

 

  ８ 

  11 

 

 

14．４ 

 

 

 

 

  ７ 

 

 

15．４ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「滋賀県青少年の健全育成に関する

条例」一部改正（ちらし規制・包括

指定の拡充） 

新・アクティユースプラン－滋賀県

青少年育成長期構想－策定 

韓国青少年江原道連盟友好交流派遣

「第１回 中学生広場」開催 

 

 

「滋賀県青少年の健全育成に関する

条例」一部改正（自動販売機等管理

者の設置） 

 

 

 

「滋賀県青少年の健全育成に関する

条例」一部改正（地方分権一括関連）

 

 

 

 

 

児童相談所に女性相談部門を統合し

た組織に改編 

･滋賀県中央子ども家庭相談センタ

ー 

･滋賀県彦根子ども家庭相談センタ

ー 

 

近畿青年洋上大学幹事県として実施

「青少年・子ども電話総合相談室」

開設 

 

青少年対策本部事務局、政策調整課

へ移管 

「滋賀県青少年による性風俗関連特

殊営業の利用を助長する行為等の規

制に関する条例」施行 

「滋賀県青少年対策本部設置規程」

一部改正 

 

教育委員会生涯学習課から知事部局

に事務を移管し、政策調整部に青少

年室を設置 

 

 

 

 

 

 

 

10．４ 時代を担う青少年について考える有 

    識者会議「次代を担う青少年のため 

    に」 

  ６ 中教審答申「幼児期からの心の教育 

    の在り方について」 

  ６ 問題行動への対策を中心とした青少 

    年の育成方策について（中間まとめ）

    青問審 

 

11．７ 青問審「『戦後』を越えて」－青少 

    年の自立と大人社会の責任－答申 

  11 児童売春・児童ポルノに係る行為等 

    の処罰及び児童の保護等に関する法 

    律施行 

 

12．12 少年法（一部改正）公布 

    刑罰適用年齢の引き下げ等加害者へ 

    の配慮と保護者責任の明確化 

    審判手続き等 

  12 未成年者飲酒禁止法、未成年者喫煙 

    禁止法（一部改正）公布、施行 

 

13．１ 省庁再編により、青少年施策担当が 

    総務庁から内閣府政策統括官（総合 

    企画調整担当）へ 

  ４ 少年法（一部改正）施行 

  ６ 学校教育法（一部改正）公布 

  ６ 風俗営業等の規制及び業務の適正化 

    等に関する法律（一部改正）公布 

        未成年者喫煙禁止法及び未成年者飲 

    酒禁止法改正（年齢確認その他の必 

    要な措置） 

 

14．４ 学校教育法（一部改正）施行 

    学校週５日制完全実施 

 

 

 

 

 

 

15．６ 青少年育成推進本部設置 

  ６ インターネット異性紹介事業を利用 

    して児童を誘引する行為の規制等に 

    関する法律の制定 

  ７ 少子化社会対策基本法公布 

             （９月施行） 

    次世代育成支援対策推進法公布 

       （H17.4施行、一部H18.4施行）

    （すべての自治体で地域行動計画策 

    定義務、事業主（一部）も策定義務）



－ 204 － － 205 －

年代 年 月 滋 賀 県 関 係 国  関  係 

   

 

平 

 

 

成 

 

 

十 

 

 

年 

 

 

代 

 

 

16. ３ 

 

 

 

 

  ４ 

 

 

17．３ 

 

 

 

18. ３ 

   ４ 

 

 

  ６ 

 

 

 

12 

 

 

19. ２ 

 

  ３ 

  ４ 

   

 

 

  ５ 

 

 

  ６ 

 

 

滋賀県青少年育成中期指針の策定 

「滋賀県青少年の健全育成に関する

条例」一部改正（有害図書等閲覧・

視聴業者を対象に追加、陳列方法等

の規制） 

非行少年等立ち直り支援事業（「あ

すくる」）の開始 

 

滋賀県次世代育成支援行動計画「子

どもの世紀しがプラン」策定 

 

 

滋賀県子ども条例公布 

滋賀県子ども条例施行 

青少年対策本部の名称を青少年・子

ども育成推進本部へ変更 

滋賀県子ども・子育て応援センター

の開所 

「滋賀 教育の日」（11月１日）の制

定 

滋賀県認定こども園の認定に関する

条例施行 

 

配偶者からの暴力の防止および被害

者の保護に関する基本計画策定 

滋賀県子ども育成大綱策定 

青少年室と健康福祉部子ども家庭課

および少子化対策推進室を統合し、

健康福祉部に子ども・青少年局を設

置 

青少年・子ども育成推進本部を改組

し、子ども・青少年施策推進本部を

設置 

滋賀県児童虐待防止計画策定 

  12 青少年育成施策大綱の策定 

 

16. ９ 地方教育行政の組織及び運営に関す 

    る法律（一部改正）施行 

    10 児童虐待防止法（一部改正）施行 

    12 児童福祉法（一部改正）公布 

    （児童相談体制等の充実） 

 

 

 

17. ４ 児童福祉法（一部改正）施行 

  ６ 食育基本法公布 

   ７ 食育基本法施行 

 

18. 10 就学前の子どもに関する教育、保育 

等の総合的な提供の推進に関する法律 

（認定こども園法）施行 

12 教育基本法（全部改正）施行 

 

 

 

 

 

 

 

19. ６ 「家族・地域のきずなを再生する国 

   民運動」として、「家族の日(11月第３

   日曜日」および「家族の週間（家族の 

   日の前後各１週間）」を設定 

12 「子どもと家族を応援する日本」重 

   点戦略の策定 

 

 

平 

 

成 

 

二 

 

十 

 

年 

 

代 

 

 

20. ３ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.７ 

 

  

 

 

滋賀県青少年の健全育成に関する条

例の一部改正（自動販売機等の用語

の定義の明確化、インターネット利

用の制限、深夜の営業を行う施設へ

の立入りの制限） 

 

滋賀県要保護児童対策連絡協議会設

置 

市町向け子ども虐待対応マニュアル

作成 

殺傷能力が高いナイフを滋賀県青少

年の健全育成に関する条例に基づく

有害がん具等に指定 

 

 

20.４ 児童虐待の防止等に関する法律と児 

童福祉法の一部改正（児童虐待防止対 

策等の充実・強化）施行 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



－ 206 － － 207 －

年代 年 月 滋 賀 県 関 係 国  関  係 

 

 

平 

 

 

成 

 

 

二 

 

 

十 

 

 

年 

 

 

代 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.11 

 

 

 

 

 

 

21.１ 

   ６ 

 

   ７ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22.３ 

 

 

23.３ 

 

３ 

 

 

 

  

 

 

 

 

24.12 

 

 

 

  12 

 

 

 

 

 

配偶者からの暴力の防止および被害

者の保護に関する基本計画の改定

（被害者の保護制度および市町のＤ

Ｖ防止対策への支援充実） 

 

 

 

子育て三方よし懇話会報告 

（仮称）滋賀県子ども・青少年総合

計画策定協議会設置 

滋賀県教育振興基本計画策定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

淡海子ども・若者プラン策定 

滋賀県児童虐待防止計画全面改定 

 

配偶者からの暴力の防止および被害

者の保護に関する基本計画の改定 

図書等自動販売機を全台撤去 

(図書等自動販売機設置数がゼロに)

 

 

 

 

 

 

 

滋賀県社会福祉法に基づく婦人保護

施設の設備の規模および構造ならび

に運営に関する基準を定める条例公

布 

滋賀県児童福祉法に基づく児童福祉

施設の設備および運営に関する基準

を定める条例公布 

 

 

 

20.12 インターネット異性紹介事業を利用 

して児童を誘引する行為の規制等に関 

する法律（出会い系サイト規制法）の 

一部改正（出会い系サイト事業者に対 

する規制の強化等） 

12  青少年育成施策大綱策定 

 

21.２ 社会保障審議会少子化対策特別部会 

「次世代育成支援のための新たな制度 

体系の設計に向けて」（第1次報告） 

４  児童福祉法の一部改正（子育て支援事

業の法定化、困難な状況にある子どもや

家庭に対する支援の強化）施行 

４  次世代育成支援対策法の一部改正（地

域における取り組みの促進、一般事業 

主・特定事業主による取り組みの促進）

施行（※一部を除く） 

４  青少年が安全に安心してインターネ 

ットを利用できる環境の整備等に関す 

る法律（青少年ネット規制法）施行 

６ 育児休業、介護休業等育児又は家族介

護を行う労働者の福祉に関する法律の 

改正（パパ・ママ育休プラス、短時間勤

務制度の義務化、所定外労働の免除の義

務化、子の看護休暇の拡充など） 

７ 子ども・若者育成支援推進法公布 

 

22.４ 子ども・若者育成支援推進法施行 

 

 

23.５ 「地域の自主性及び自立性を高めるた

めの改革の推進を図るための関係法律 

の整備に関する法律」(第1次一括法)(児

童福祉施設等の設備及び運営に関する 

基準の条例委任等)を公布・施行 

８ 「地域の自主性及び自立性を高めるた

めの改革の推進を図るための関係法律 

の整備に関する法律」(第2次一括法)(社

会福祉法人の認可権限の市への移譲等)

を公布・施行 

 

24.４ 民法と児童福祉法の一部改正（親権の

停止制度の新設、児童相談所長の親権代

行等規定）施行 

８ 子ども・子育て支援法、就学前の子ど

もに関する教育、保育等の総合的な提供

の推進に関する法律の一部を改正する

法律、子ども・子育て支援法及び就学前

の子どもに関する教育、保育等の総合的

な提供の推進に関する法律の一部を改

正する法律の施行に伴う関係法律の整
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年代 年 月 滋 賀 県 関 係 国  関  係 

 

 

平 

 

 

成 

 

 

二 

 

 

十 

 

 

年 

 

 

代 

 

 

 

25.７ 

 

 

 

11 

 

 

   

 

 

滋賀県附属機関設置条例公布・施行

（滋賀県子ども若者審議会を置き、

併せて滋賀県青少年問題協議会を廃

止） 

滋賀県子ども若者審議会設置 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

備等に関する法律を公布 

 

25.４ 子ども・子育て会議設置 

６ いじめ防止対策推進法公布 

６ 子どもの貧困対策の推進に関する法律

公布 

７ 配偶者からの暴力の防止及び被害者の

保護に関する法律（一部改正）公布 

９ いじめ防止対策推進法施行 

 

26.１ 配偶者からの暴力の防止及び被害者の

保護等に関する法律施行（生活の本拠を

共にする交際相手からの暴力及びその

被害者も法の適用対象） 

１ 子どもの貧困対策の推進に関する法律

施行 
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